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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象の検体を試験するための試料を調製する方法であって、
　ソース及び希釈剤を含む液体組成物を提供する工程と、
　変形可能な自立型ライナー、及び該変形可能な自立型ライナーよりも硬質な自立型容器
を含む試料調製システムを提供する工程と、
　該液体組成物を該変形可能な自立型ライナーにより画定されるリザーバ内に配置する工
程と、
　該変形可能な自立型ライナーを該自立型容器内に配置する工程と、
　該変形可能な自立型ライナーに圧力を加えることによって試料を該試料調製システムか
ら取り出す工程と、
　該対象の検体について該試料を分析する工程と、を含む、方法。
【請求項２】
　対象の検体を試験するよう構成された試料調製システムであって、
　第１のリザーバを含む変形可能な自立型ライナーと、
　第２のリザーバを含む自立型容器であって、該自立型容器は該変形可能な自立型ライナ
ーよりも硬質であり、該第２のリザーバは該変形可能な自立型ライナーを収容する寸法で
あり、該自立型容器は底部に形成された開口を有し、該開口を通して該変形可能な自立型
ライナーにアクセスすることができる、自立型容器と、
　ソース及び希釈剤を含む液体組成物であって、該第１のリザーバ内に配置されている液
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体組成物と、
　該第１のリザーバ及び該第２のリザーバの少なくとも一方と液体連通するよう配置され
たサンプリングポートであって、該第１のリザーバから試料を取り出すことが可能なよう
に構成されたサンプリングポートと、を含む試料調製システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、試料調製システム及び方法、特に検体試験のための試料調製システム及び方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　様々な食料及び非食料源の微生物（例えば、バクテリア、ウイルス、菌類、胞子）並び
に／又はその他の検体（例えば、毒素）を分析することは、公衆衛生にとって重要になり
得る。一般住民によって栽培、購入、消費される食料は、それらが位置する場所で、環境
の機能として繁茂又は成長することができる微生物、若しくはその他の検体を含む、或い
はそれらに感染する場合がある。この成長は、食品の腐敗又は病原体の増殖を加速する原
因となる場合があり、それらは毒素又はアレルゲンを生成するかも知れない。
【０００３】
　貯蔵寿命のある腐りやすい品は、検体を定性的又は定量的に監視することが特に適切で
ある。分析のために、検体をソースから取り出す、便利かつ効率的な手段は、ヒト及び動
物消費のための製品の貯蔵寿命並びに安全性を判断する上で重要である。幾つかの既存の
システムは、食料源から検体を離すように設計されている。試料を１０，０００～１２，
０００ｒｐｍで均質化するブレンダーが食品医薬品局（Food and Drug Administration）
、「等均質試料のサンプリング及び調製（Food Sampling and Preparation of Sample Ho
mogenate）」第１章、ＦＤＡ細菌学マニュアル（FDA Bacteriological Manual）、第８版
、１９９８年、第１．０６項によって推奨されている。米国特許第３，８１９，１５８号
（シャープ（Sharpe）ら）は、２つのへらを使用する混練型動作により、袋内でソース及
び希釈剤を混合する、「消化」機器を記載する。攪拌金属リングの内側に設置される袋を
採用する、パルシファイヤー（PULSIFIER）（登録商標）として既知である振動機器が米
国特許第６，２７３，６００号（シャープ（Sharpe））に記載される。検体懸濁液を攪拌
するためのその他の技術が、米国特許第６，２７３，６００号（シャープ（Sharpe））に
記載されている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　幾つかの既存の試料調製方法及び機器は、矛盾しており、望ましくない結果をもたらす
場合がある。ブレンダーシステムは、試料を均質化することができるが、多量の微粒子残
屑を生成することも可能であるため、容器は、後続使用の前に洗浄し、滅菌する必要があ
る。消化機器及びパルシファイヤー（Pulsifier）（登録商標）システムは、使い捨てで
あるが、取り扱いが面倒になりかねないプラスチック袋を使用する。袋は、可撓性であり
、従って混合機器から取り外された際、自立型ではない。袋の底から液体組成物（又はろ
液）の試料を取り出すことは、袋の側面と接触するピペットが汚染される可能性により、
多くの場合困難になり得る。更に、硬い物体を含む試料は、袋に穴を開け、液漏れ及び試
料汚染を引き起こす場合がある。更に、幾つかの既存のシステムは、個々の試料を調製す
るための、及びそれ以降の試験のための手段も必要とする。更に、幾つかの既存のシステ
ムは、面倒であり、時間及び費用がかかり、かつ試料間で大規模な洗浄及び滅菌を必要と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の幾つかの実施形態は、検体試験のための試料を調製するための方法を提供する
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。本方法は、ソース及び希釈剤を含む液体組成物を提供する工程と、自立型容器を含む試
料調製システムを提供する工程と、を含むことができる。本方法は、液体組成物を自立型
容器により画定されるリザーバに配置する工程と、該液体組成物をろ過して対象の検体を
含むろ液を形成する工程と、を更に含むことができる。本方法は、試料調製システムから
ろ液の少なくとも一部分を取り出して試料を形成する工程と、対象の検体について試料を
分析する工程と、を更に含むことができる。
【０００６】
　幾つかの実施形態では、検体試験用の試料を調製するための方法が提供される。本方法
は、ソース及び希釈剤を含む液体組成物を提供する工程と、変形可能な自立型ライナーと
、該変形可能な自立型ライナーよりも硬質な自立型容器と、蓋と、を含む試料調製システ
ムを提供する工程と、を含むことができる。本方法は、液体組成物を、変形可能な自立型
ライナーによって画定されかつ該変形可能な自立型ライナーに蓋を連結するリザーバに配
置する工程を更に含むことができる。本方法は、変形可能な自立型ライナーを自立型容器
に配置する工程と、液体組成物をろ過して対象の検体を含むろ液を形成する工程と、を更
に含むことができる。本方法は、試料調製システムからろ液の少なくとも一部分を取り出
して試料を形成する工程と、対象の検体について試料を分析する工程と、を更に含むこと
ができる。
【０００７】
　本発明のその他の特徴及び態様は、発明を実施するための最良の形態及び添付図面を熟
考することによって、明らかになるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　本発明のいずれの実施形態が詳細に説明される前に、本発明は、以下の記述で説明され
る、又は以下の図面に図示される構成の詳細及び構成要素の配置の用途に限定されないこ
とが理解されるべきである。本発明は、他の実施形態が可能であり、かつ様々な方法で実
践又は実行することができる。又、本明細書で使用される専門語及び専門用語は、説明目
的のためであり、制限と見なされるべきではないことが理解されるべきである。本明細書
で使用される「含める」、「含む」、「含有する」、又は「有する」、及びそれらの変化
形は、その後に記載されるもの、その同等物、並びに追加物を包含することを意味する。
別の方法で指定又は制限されない限り、用語「支持される」、及び「連結される」、並び
にその変化形は、幅広く使用され、直接的及び間接的支持並びに連結の両方を包含する。
その他の実施形態を利用することができ、本開示の範囲から逸脱することなく、構造的又
は論理的な変更を行うことができることが理解されるべきである。更に、「前側」、「背
側」、「上部」、「下部」、等のような用語は、要素の互いの関係を記載するためにのみ
使用され、装置の特定の配向を述べる、若しくは装置に必要である又は要求される配向を
指示すること又は暗示すること、或いは本明細書に記載される本発明が、使用中にどのよ
うに使用される、搭載される、表示される、又は設置されるかを特定すること、を決して
意味しない。
【０００９】
　本発明は、一般に試料を調製するためのシステム及び方法を対象とする。試料は、様々
な検体の存在又は不在を更に分析することができる。
【００１０】
　用語「ソース」は、一般に、検体を試験することが必要とされる食料又は非食料を指す
ために使用される。ソースは、固体、液体、半固体、ゼラチン状物質、及びそれらの組み
合わせであってもよい。ソースのすべて又は一部分は、試料調製システム及び方法で使用
することができる。ソースの一部分が使用される場合、これは、ソースの「試料」と称さ
れる場合があってもよい。しかしながら、用語「試料」は、一般に、更なる分析（例えば
、検体の検出）のために試料調製システムから抽出される少量の物質を指すために本明細
書で使用される。
【００１１】
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　用語「食料」は、一般に、固体、液体、又は半固体の食用組成物を指すために使用され
る。食料の例には、肉、鶏肉、卵、魚、魚介類、野菜、果物、加工食品（例えば、スープ
、ソース、ペースト）、グレイン製品（例えば、小麦粉、穀物、パン）、缶詰、チーズ、
牛乳、その他の乳製品（例えば、チーズ、ヨーグルト、サワークリーム）、油脂、油、デ
ザート、香辛料、薬味、パスタ、飲料、水、その他の好適な食材、及びそれらの組み合わ
せが挙げられるが、それらに限定されない。
【００１２】
　用語「非食料」は、一般に、「食料」という定義に含まれない対象ソースを指すために
使用される。特に、非食料源には、一般に食用ではない物質であり、１つ以上の細胞可溶
化物、全血又はその一部分（例えば血清）、その他の体液（例えば、唾液、汗、皮脂、尿
）、糞便、細胞、組織、臓器、植物性物質、木材、土、堆積物、動物用飼料、薬剤、化粧
品、その他の好適な非食用物質、及びそれらの組み合わせを挙げることができるが、それ
らに限定されない。
【００１３】
　用語「検体」は、一般に、検出される物質（例えば、ラボ試験によって）を指すために
使用される。ソースは、特定の検体の存在又は不在を試験することができる。該検体は、
ソース内（例えば、内部）、又はソースの外部（例えば、外側表面上）に存在することが
できる。検体の例には、微生物、生体分子、化学物質（例えば、殺菌剤、抗生物質）、金
属イオン（例えば、水銀イオン、重金属イオン）、金属イオン含有錯体（例えば、金属イ
オン及び有機配位子を含む錯体）、及びそれらの組み合わせを挙げることができるが、そ
れらに限定されない。検体を同定及び／又は定量化するために、微生物学的アッセイ、生
化学的アッセイ（例えば、イムノアッセイ）、又はその組み合わせを含むが、それらに限
定されない、様々な試験方法を使用することができる。使用することができる試験方法の
具体的な例には、滴定、熱分析、分光法（例えば、質量分析、核磁気共鳴（ＮＭＲ）分光
法、ラマン分光法、赤外分光法、Ｘ線分光法、減衰全反射分光法、フーリエ変換分光法、
ガンマ線分光法等）、分光測光法（例えば、吸光、蛍光、発光等）、クロマトグラフィー
（例えば、ガスクロマトグラフィー、液体クロマトグラフィー、イオン交換クロマトグラ
フィー、親和性クロマトグラフィー等）、電気化学分析、成長（例えば、平板培養（例え
ば、寒天等の成長培地上））、ポリメラーゼ鎖反応（ＰＣＲ）等の遺伝子技術、又はペト
リフィルム（Petrifilm）（商標）プレート（Petrifilm Plate）を使用して便利に行うこ
とができ、ペトリフィルム（Petrifilm）（商標）プレートリーダー（Petrifilm Plate R
eader）（ミネソタ州セントポール（St. Paul, MN）の３Ｍ社）を使用して定量化するこ
とができるもの等、当該技術分野において既知のその他の技術、その他の好適な検体試験
方法、又はそれらの組み合わせが挙げられるが、それらに限定されない。
【００１４】
　用語「微生物」は、一般に、バクテリア（例えば、移動性又は増殖性）、ウイルス（例
えば、ＤＮＡウイルス、ＲＮＡウイルス、外皮、無外皮、等）、胞子、藻類、菌類（例え
ば、酵母）、プリオン、及び原生生物の１つ以上が挙げられるが、制限はない、微小な生
物のいずれをも指すために使用される。場合によっては、特に関心のある微生物は病原性
のものであり、用語「病原体」は、本明細書において任意の病原微生物を指すために使用
される。病原体の例には、大腸菌Ｏ１５７：Ｈ７、緑膿菌、サルモネラ菌、リステリア・
モノサイトゲネス、クロストリジウム・ボツリナム（botulinun）、黄色ブドウ球菌、カ
ンピロバクター・ジェジュニ、腸炎エルシニア、ビブリオ・バルニフィカス、及びエンテ
ロバクター・サカザキを挙げることができるが、それらに限定されない。微生物の成長に
影響する可能性がある環境要因には、ｐＨ、湿分含量、酸化－還元電位、抗菌剤化合物、
及び生物学的構造又は障壁を挙げることができる。
【００１５】
　用語「生体分子」は、一般に、生物によって生じる、又は形成される、分子、若しくは
その誘導体を指すために使用される。例えば、生体分子には、アミノ酸、核酸、ポリペプ
チド、タンパク質、ポリヌクレオチド、脂質、リン脂質、糖、多糖類、及びそれらの組み
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合わせのうちの少なくとも１つを含むことができるが、それらに限定されない。生体分子
の具体的な例には、代謝産物、アレルゲン（例えば、花粉、チリダニ、菌、フケ、タンパ
ク質）、毒素、ＲＮＡ（例えば、ｍＲＮＡ、全ＲＮＡ、ｔＲＮＡ等）、ＤＮＡ（例えば、
プラスミドＤＮＡ、植物ＤＮＡ等）、タグ付きタンパク質、抗体、抗原、及びそれらの組
み合わせを挙げることができるが、それらに限定されない。
【００１６】
　用語「可溶物」及び「不溶物」は、一般に、任意の媒体において、特定の条件下で比較
的可溶性又は不溶性の物質を指すために使用される。具体的には、任意の一連の条件下で
、「可溶物」は、溶液に入り込み、システムの溶媒（例えば、希釈剤）に溶解することが
できる物質である。「不溶物」は、任意の一連の条件下で、溶液に入り込まず、システム
の溶媒に溶解しない物質である。ソースは、可溶物（例えば、対象の検体を含む）及び不
溶物（例えば、細胞残屑）を含むことができる。不溶物は、微粒子又は残屑と称される場
合があり、ソース物質自体の一部分（即ち、ソースの内側部分又は外側部分（例えば、外
側表面）から）、若しくは攪拌プロセスから生じるその他のソース残基又は残屑を含むこ
とができる。
【００１７】
　用語「攪拌する」及びその派生語は、一般に、例えば、該液体組成物の内容物を混合す
る又は混和するために、液体組成物に動作を与えるプロセスを記述するために使用される
。手動振盪、機械的振盪、超音波振動、ボルテックス攪拌、手動攪拌、機械的攪拌（例え
ば、機械プロペラ、電磁攪拌棒、又はボールベアリング等の他の攪拌補助手段による）、
手動叩解、機械的叩解、混合、混練、及びそれらの組み合わせを含むが、それらに限定さ
れない、様々な攪拌方法を使用することができる。
【００１８】
　用語「ろ過」は、一般に、可溶物及び溶媒（例えば、希釈剤）を不溶物から分離するプ
ロセスを記述するために使用される。液体組成物がフィルタを通過する方法、沈殿して吸
引又は傾しゃ法により移す方法、その他の好適なろ過方法、及びそれらの組み合わせを含
むが、それらに限定されない、様々なろ過方法を使用することができる。「沈殿」は、液
体組成物中の不溶物を沈降させることを指すために使用される。沈殿は、重力又は遠心分
離によって生じてもよい。次いで、不溶物から可溶物及び溶媒を吸引する工程、可溶物又
は溶媒を傾しゃ法により移す工程、若しくはその組み合わせによって不溶物を可溶物及び
溶媒から分離することができる。
【００１９】
　「フィルタ」は、一般に、液体組成物中の不溶物から可溶物及び溶媒を分離するために
使用される機器を記述するために使用される。フィルタの例には、織布メッシュ（例えば
、ワイヤーメッシュ、布メッシュ、プラスチックメッシュ等）、ふるい、剥離フィルム又
は膜（例えば、レーザー切除フィルム又は膜、切除フィルム又は膜等）、孔空きフィルム
又は膜、ガラス綿、フリット、ろ紙等、及びそれらの組み合わせを挙げることができるが
、それらに限定されない。
【００２０】
　用語「ろ液」は、一般に、液体組成物から不溶物を除去後に残る液体を記述するために
使用される。ろ過には幅広い方法が挙げられるため、用語「ろ液」は、不溶物を沈降させ
ることから生じる上澄みを指すために使用することもできる。
【００２１】
　図１は、本発明の一実施形態による試料調製方法１０を図示する。図１に示されるよう
に、試料調製方法１０は、ソース１２を取得することから開始することができる。希釈剤
１３は、ソース１２のすべて又は一部分と組み合わせ、攪拌し、希釈剤１３中に溶解した
、分散した、懸濁した、又は乳化したソース１２を含む液体組成物１４を形成することが
できる。このように、一般に、液体組成物１４は混合物であり、溶液、乳濁液、分散液、
懸濁液、又はそれらの組み合わせであってもよい。
【００２２】
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　ソース１２は、希釈剤１３と組み合わせられる際、ソース１２の幾つかの部分（例えば
、対象の検体）が希釈剤１３に溶解する一方、ソース１２の幾つかの部分が希釈剤１３に
懸濁する、分散する、又は乳化するように、可溶物及び不溶物１５を含むことができる。
次いで液体組成物１４は、ろ過されろ液１６を形成する。次いで、更なる分析のためにろ
液１６の試料１８を取り出すことができる。
【００２３】
　希釈剤１３は、一般に液体であり、幾つかの実施形態では、滅菌液である。幾つかの実
施形態では、希釈剤１３は、界面活性剤、又は後続の検体試験のために、ソースの分散、
溶解、懸濁、又は乳化を支援するその他の好適な添加剤、レオロジー剤、抗微生物中和剤
（例えば、防腐剤又はその他の抗菌剤を中和するもの）、栄養素（例えば、所望の微生物
の選択的成長を促進するもの）、ｐＨ緩衝剤、酵素、指標分子（例えばｐＨ又は酸化／還
元の指示薬）、又はそれらの組み合わせが含まれるが、それらに限定されない、様々な添
加剤を含むことができる。幾つかの実施形態では、希釈剤１３は、滅菌水（例えば、滅菌
２重蒸留水（ｄｄＨ２Ｏ））、ソースを選択的に溶解する、分散する、懸濁する、又は乳
化する１つ以上の有機溶媒、水溶性有機溶媒、又はそれらの組み合わせを含む。幾つかの
実施形態では、希釈剤１３は、滅菌緩衝溶液（例えば、テネシー州メンフィス（Memphis 
TN）にあるエッジ・バイオロジカル（Edge Biological）から入手可能なバターフィール
ド緩衝剤（Butterfield’s Buffer））である。幾つかの実施形態では、希釈剤１３は、
希釈剤１３が所望の検体（例えば、バクテリア）を選択的又は半選択的に成長するために
使用できるように、選択的又は半選択的栄養製剤である。このような実施形態では、希釈
剤１３は、ある期間、ソース１２で培養し所望の検体の成長を促進することができる。
【００２４】
　幾つかの実施形態では、ソース１２は、希釈剤１３を含む。例えば、相当量の水又はそ
の他の液体を含む食料源は、追加希釈剤を添加することなく混合することができる。幾つ
かの実施形態では、ソース１２は希釈剤１３に完全に溶解してもよく、その結果液体組成
物１４が最少量の不溶物１５を含み、ろ過工程が不要となる。
【００２５】
　図２は、本発明の一実施形態による試料調製システム１００を図示する。図２に示され
るように、試料調製システム１００は、容器１０２、ライナー１０４、蓋１０６、カラー
１０８、及びキャップ１０９を含む。幾つかの実施形態では、蒸気、ガンマ線放射、エチ
レンオキシド、過酸化水素、過酢酸、ヒドロアルコール性溶液、漂白剤、及びそれらの組
み合わせ等の滅菌及び消毒手順によって、試料調製システム１００の構成要素の１つ以上
を滅菌済み又は減菌可能にすることができる。試料調製システム１００と同様の特徴を有
するシステムは、それぞれの全体が参照として本明細書に組み込まれる、ＰＣＴ公開第Ｗ
Ｏ９８／３２５３９号、米国特許第６，５３６，６８７号、及び米国特許第６，５８８，
６８１号に記載される。
【００２６】
　本発明の幾つかの実施形態は、複数の試料調製システム１００を採用し、試料調製を迅
速に行い、生産性／生産高を向上するために、複数の試料調製システム１００を平行して
採用できるようにする。このような実施形態では、複数の試料調製システム１００は、少
なくとも部分的に統合して形成されてもよく、又は個別に形成されてもよい。
【００２７】
　幾つかの実施形態では、図２に示されるように、容器１０２は、自立型（即ち、自己支
持形）であり、底部１２７及び側壁１２９を含む。容器１０２は、高分子材料、金属類（
例えば、アルミニウム、ステンレススチール等）、セラミックス、ガラス類、及びそれら
の組み合わせを含むが、それらに限定されない、様々な物質から形成することができる。
高分子材料の例には、ポリオレフィン類（例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、それ
らの組み合わせ等）、ポリカーボネート、アクリル樹脂類、ポリスチレン、高密度ポリエ
チレン（ＨＤＰＥ）、高密度ポリプロピレン、自己支持形容器を形成することができるそ
の他の好適な高分子材料、又はそれらの組み合わせを挙げることができるが、それらに限
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定されない。容器１０２は、分析するソースの種類、量、及びサイズにより、半透明（又
は更には透明）、又は不透明であってもよく、いずれの好適なサイズであってもよい。例
えば、幾つかの実施形態では、容器１０２の容量は、５０ｍＬ、１００ｍＬ、２５０ｍＬ
、又はより大きくてもよい。
【００２８】
　幾つかの実施形態では、図２に示されるように、試料調製システム１００は、容器１０
２の中に収容できる形状及び寸法であるライナー１０４を含む。ライナー１０４は、使い
捨て（例えば、１回限り使用するように作製された）であってもよく、実質的な汚染のリ
スクがなく、かつ使用の間で大規模な洗浄を必要とすることなく、容器１０２を再使用で
きる。
【００２９】
　図２に示されるように、容器１０２は、第１のリザーバ１２０を画定し、ライナー１０
４は、第２のリザーバ１２２を画定する。ライナー１０４は、容器１０２の第１のリザー
バ１２０の中に収容できるような形状及び寸法である。幾つかの実施形態では、ソース１
１２及び希釈剤１１３を、第１のリザーバ１２０に添加することができる。幾つかの実施
形態では、図２に示されるように、ライナー１０４が採用され、ソース１１２及び希釈剤
１１３が第２のリザーバ１２２内に配置され、ライナー１０４が第１のリザーバ１２０内
に配置される。第１のリザーバ１２０に添加されたとしても、第２のリザーバ１２２に添
加されたとしても、液体組成物１１４を形成するために、ソース１１２及び希釈剤１１３
を組み合わせることができる。ライナー１０４又は容器１０２は、液体組成物１１４を含
む自立型容器としての役目を果たすことができる。
【００３０】
　最初にソース１１２を容器１０２又ライナー１０４に添加し、続いて希釈剤１１３を添
加してもよく、最初に希釈剤１１３を添加し、続いてソース１１２を添加してもよく、又
はソース１１２及び希釈剤１１３を同時に添加してもよい。或いは、ソース１１２及び希
釈剤１１３を試料調製システム１００に添加する前に、組み合わせてもよい。最初に希釈
剤１１３が容器１０２又はライナー１０４に添加される幾つかの実施形態では、ソース１
１２を添加する直前にカバーを取り外せるように、取り外し可能に連結されるカバーで、
事前に測定された量の希釈剤１１３（例えば、滅菌液体希釈剤）を容器１０２又はライナ
ー１０４に密封することができる。或いは、幾つかの実施形態では、取り外し可能に連結
されるカバーで、事前に測定された量の乾燥粉末媒体（例えば、栄養媒体）を容器１０２
又はライナー１０４に密封することができる。このような実施形態では、カバーは取り外
すことができ、ソース１１２が添加される前又は添加されると同時に、溶媒（例えば、ｄ
ｄＨ２Ｏ）を添加し、希釈剤１１３を形成することができる。或いは、ソース１１２が媒
体を溶解することができる十分な液体を含有する場合、ソース１１２を乾燥粉末媒体に添
加し、ソース１１２及び希釈剤１１３（例えば、ソース１１２に提供される溶媒に溶解し
た媒体）を含む液体組成物１１４を形成することができる。
【００３１】
　ライナー１０４は、ポリプロピレン（例えば低密度ポリエチレ（ＬＤＰＥ）、ポリエチ
レン、及びポリ（メチルペンテン）、ポリアミド（例えば、ナイロン（NYLON）（登録商
標））、又はそれらの組み合わせを含むが、それらに限定されないポリオレフィンを含む
様々な高分子材料を含むが、それらに限定されない様々な物質から形成することができる
。幾つかの実施形態では、ライナー１０４は、熱成形プロセス等のモールド成形法で形成
される。ライナー１０４は、半透明（又は更には透明）、又は不透明であってもよい。
【００３２】
　幾つかの実施形態では、図２に図示されるように、ライナー１０４は、ライナー１０４
を容器１０２内に配置する前に、ライナー１０４が倒壊又は変形することなく、ソース１
１２及び希釈剤１１３をライナー１０４に装填できるように、自立型（即ち、自己支持形
）かつ半硬質である。更に、自己支持形ライナー１０４は、ソース及び希釈剤の添加、移
送、及び／又は試料の取り出しを支援することができる。



(8) JP 5074485 B2 2012.11.14

10

20

30

40

50

【００３３】
　幾つかの実施形態では、ライナー１０４は、変形可能でもあり、かつ自己支持形である
。用語「変形可能」は、圧力（例えば、正又は負）又は応力によって、元の形状又は状態
から変更することができる構造を指すために使用される。変形可能なライナー１０４を採
用する実施形態では、ライナー１０４に圧力を印加し、元の寸法（即ち、応力がない状態
）からサイズを小さくすることができる。該圧力は、液体組成物１１４（又はそのろ液）
をライナー１０４から取り出すことを助成するために使用することができる。
【００３４】
　幾つかの実施形態では、図２に示されるように、容器１０２は、底部１２７に形成され
る開口１２４を含み、ユーザは、該開口を通してライナー１０４にアクセスし、圧力を印
加し、ライナー１０４を変形することができる。該圧力は、手で直接印加する、又は追加
機器によって印加することができ、手動プロセスであっても自動プロセスであってもよい
。開口１２４は、所望の使用用途と一致する形状及び寸法であってよい。ライナー１０４
を採用しない実施形態では、容器１０２は、開口１２４を含む必要がない。
【００３５】
　幾つかの実施形態では、ライナー１０４は、ライナー１０４の長手軸と平行な方向に底
部１２６に圧力が印加される際（例えば、容器１０２の開口１２４を介して）、ライナー
１０４が長手方向（例えば、底部１２６というよりは、側壁１２８の倒壊の効力により）
に変形するように、比較的硬質な底部１２６及び比較的薄く、かつ変形可能な側壁１２８
を含む。或いは、又は更に、底部１２６を側壁１２８よりも厚くすることができる。例と
してのみで、幾つかの実施形態では、側壁１２８の厚さは、少なくとも５０μｍ、幾つか
の実施形態では、少なくとも１００μｍ、幾つかの実施形態では、少なくとも１５０μｍ
、及び幾つかの実施形態では、少なくとも２００μｍである。幾つかの実施形態では、底
部１２６の厚さは、少なくとも２２５μｍ、幾つかの実施形態では、２７５μｍ、幾つか
の実施形態では、少なくとも３００μｍ、及び幾つかの実施形態では、少なくとも３５０
μｍである。
【００３６】
　ライナー１０４は、ライナー１０４の変形性を制御することを助長することができ、及
び／又はライナー１０４の内部容量を更に減少することができる、バッフル、プリーツ、
波形、シーム、接合部、ガセット、又はそれらの組み合わせの１つ以上を含むことができ
る。幾つかの実施形態では、ライナー１０４は、その内側表面上、特に底部１２６と側壁
１２８との間の内部接合部に、全く溝を含まない。
【００３７】
　幾つかの実施形態では、ライナー１０４は、ライナー１０４の表面形状を分離するため
に、意図的に変形される。そのような分離された表面形状は、攪拌中に、ソース１１２を
破断することを助長できる。例えば、幾つかの実施形態では、ライナー１０４の側壁１２
８に異なる表面形状を形成するために、ライナー１０４の側壁１２８と容器１０２との間
に、障害物（例えば、比較的硬質な物質）を配置することができる。
【００３８】
　図２に示されるように、容器１０２は、容器１０２内の内容物のレベル（即ち、容量）
を示すための表示１３０を含むことができる。表示１３０は、液体組成物１１４の所望の
重量比、例えば、ソース１１２と希釈剤１１３の重量比が１：１００～１：１を達成する
ために使用することができる。好適な表示の一実施例は、米国特許第６，５８８，６８１
号に記載される。或いは、又は更に、ライナー１０４が表示を含むことができる。容器１
０２及び／又はライナー１０４上の表示１３０を使用できるようにするために、容器１０
２及び／又はライナー１０４を半透明、又は更には透明にし、容器１０２の側壁１２９及
び／又はライナー１０４の側壁１２８を通して液体組成物１１４を見ることができるよう
にすることができる。側壁１２８及び１２９には、商標、ブランド名等のような、その他
の種類のマーキングがあってもよい。
【００３９】
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　図２に図示される実施形態では、蓋１０６は、ライナー１０４に取り外し可能に連結さ
れ、カラー１０８は、蓋１０６を容器１０２に更にきつく固定するために採用される。例
えば、図２では、容器１０２は、側壁１２９の外側表面の上端に、容器１０２の上端にネ
ジで締められるカラー１０８（容器１０２上のネジ山１３１と嵌合できる内部ネジ山１３
３を有する）のための形状及び寸法のネジ山１３１を含む。蓋１０６を容器１０２に固定
するためにカラー１０８を使用する代わりとして、締め付け及び／又は以下に記載される
その他の連結手段を含む、その他の連結手段を採用することができる。幾つかの実施形態
では、ライナー１０４を採用せずに、蓋１０６を容器１０２に直接連結することができる
。このような実施形態では、カラー１０８を採用する必要はない。従って、蓋１０６は、
容器１０２又はライナー１０４との密封、特に気密密封を形成することができる。幾つか
の実施形態では、蓋１０６及び容器１０２（又は蓋１０６及びライナー１０４）は、一体
化して形成される、又は恒久的に互いに連結される。
【００４０】
　それぞれの構成要素が取り外し可能に互いに連結できるようするために、重力（例えば
、１つの構成要素を別の構成要素の上、又はその噛み合う部分に設置することができる）
、ネジ山、プレス嵌め嵌合（「摩擦嵌め嵌合」又は「締まり嵌め嵌合」と称される場合も
ある）、スナップ嵌め嵌合、磁石、その他の好適な取り外し可能な連結手段、及びそれら
の組み合わせを含むが、それらに限定されない様々な連結手段を、蓋１０６とライナー１
０４との間、蓋１０６と容器１０２との間、及び／又はカラー１０８と容器１０２との間
のいずれかに採用することができる。幾つかの実施形態では、ソース１１２及び希釈剤１
１３を添加後、試料調製システム１００を再び開ける必要がなく、その結果容器１０２、
ライナー１０４、蓋１０６、及びカラー１０８を取り外し可能に互いに連結する必要がな
く、むしろ恒久的に、又は半恒久的に互いに連結されることができる。該恒久的又は半恒
久的連結手段には、接着剤、縫合、留め金、スクリュー、釘、リベット、無頭釘、圧着、
溶接（例えば、音波（例えば、超音波）溶接）、いずれの熱接着技術（例えば、連結する
構成要素の一方又は両方に熱及び／又は圧力が印加される）、スナップ嵌め嵌合、プレス
嵌合、熱融着、その他の好適な恒久的又は半恒久的連結手段、及びそれらの組み合わせを
挙げることができるが、それらに限定されない。
【００４１】
　図２及び３に示されるように、蓋１０６は、フィルタ１３４に連結することができるサ
ンプリングポート１３２、ライナー１０４が受け入れられる寸法である円筒形部分１３６
、及び円筒形部分１３６からサンプリングポート１３２に延在するほぼ円錐形の（例えば
、円錐台形）部分１３８を更に含む。円筒形部分１３６と円錐形の部分１３８との間の接
合部では、蓋１０６は、円筒形部分１３６及び円錐形の部分１３８から放射状に外側に向
かって延在するへり１４０を更に含む。
【００４２】
　幾つかの実施形態では、フィルタは、蓋１０６に直接連結される。幾つかの実施形態で
は、図２～３に示されるように、フィルタ１３４は、フレーム１３５によって支持される
ことができ、フレーム１３５を介して蓋１０６に連結することができる。フレーム１３５
は、フィルタ１３４の一部分を形成することができ、フレーム１３５は、蓋１０６の一部
分であってもよく、又はフレーム１３５は、フィルタ１３４及び蓋１０６の両方に連結さ
れる別個の要素であってもよい。フレーム１３５は、様々なポリマー類、金属類、セラミ
ックス、ガラス類、及びそれらの組み合わせを含むが、それらに限定されない、様々な物
質から形成することができる。図２～３に図示される実施形態では、フィルタ１３４は、
金属メッシュから形成され、フレーム１３５は、金属フィルタ１３４に固着されたポリマ
ーから形成される。フレーム１３５は、以下により詳細に記載されるように、蓋１０６に
連結される。
【００４３】
　図２及び３に図示される実施形態のフィルタ１３４並びにフレーム１３５は、試料調製
システム１００が組み立てられる際、フィルタ１３４及びフレーム１３５がライナー１０
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４の第２のリザーバ１２２（又は容器１０２の第１のリザーバ１２０）の中に延在するよ
うに、蓋１０６の下端の下方に延在するような形状及び寸法である。しかしながら、フィ
ルタ１３４及びフレーム１３５は、様々な形状及びサイズを呈することができる。幾つか
の実施形態では、例えば、フレーム１３５は、硬質な上部部分（例えば、蓋１０６に連結
される）及び硬質な下部部分を含むことができ、フィルタ１３４をその間に連結すること
ができ、フィルタ１３４は、折り畳み可能であってよい。
【００４４】
　蓋１０６の円筒形部分１３６は、円筒形部分１３６がライナー１０４の内側表面にスナ
ップ嵌め又はプレス嵌めできるようにする、外側に向かって張り出す複数の突出部１４２
を円周方向に含む。幾つかの実施形態では、ライナー１０４の内側表面は、外側に向かっ
て張り出す突出部１４２の代わりに、又は外側に向かって張り出す突出部１４２に加えて
（例えば、それらの噛み合う関係を形成するために）使用される、内側に向かって張り出
す突出部を含むことができる。
【００４５】
　ライナー１０４は、ライナー１０４の側壁１２８から放射状に外側に向かって張り出す
へり１４４を含むことができ、ライナー１０４は、試料調製システム１００が組み立てら
れる際、蓋１０６のへり１４０と容器１０２の上面１４６との間に配置され、密封（例え
ば、密封封止）が形成されるように、ライナー１０４のへり１４４が容器１０２の上面１
４６及び蓋１０６のへり１４０との当接関係を形成できる。図２に示されるように、カラ
ー１０８は、カラー１０８が容器１０２に連結される際、カラー１０８のへり１５６が、
蓋１０６のへり１４０を、容器１０２の上面１４６に押し込まれる（例えば、より高い一
体性密封を形成するために）ライナー１０４のへり１４４に押し込むように、内側に張り
出すへり１５６を含む。例としてのみで、試料調製システム１００を組み立てるため、及
び試料調製システム１００の構成要素間の密封を形成するための上記に述べた手段を記載
し、図示する。しかしながら当業者は、試料調製システム１００の構成要素を組み立てる
ため、及び試料調製システム１００が通常の作業条件下で漏出しないようにする密封（例
えば、液密の密封、気密密封、又はそれらの組み合わせ）を形成するための様々なその他
の機構を採用できることを理解するであろう。
【００４６】
　一方、図２及び３に実施形態の蓋１０６は、ほぼ円錐形又は円錐台形の形状で図示され
る。蓋１０６は、円筒形状、長方形又は正方形の断面積を有する管状形状、又は試料調製
システム１００のその他の構成要素との連結に好適なその他の形状を含むが、それらに限
定されない、様々なその他の形状を有することができることが理解されるべきである。同
様に、容器１０２、ライナー１０４、及びカラー１０８は、図２に図示される実質的に円
筒形状以外の様々な形状を有することができる。更に、蓋１０６は、試料調製システム１
００のその他の構成要素を収容できる寸法であってもよい。
【００４７】
　蓋１０６は、容器１０２に関して上記に記載された材料を含む、様々な材料から形成す
ることができる。蓋１０６は、使用用途により、半透明（又は更には透明）、又は不透明
にすることができる。
【００４８】
　カラー１０８は、様々な高分子材料、金属材料、及びそれらの組み合わせを含むが、そ
れらに限定されない、様々な材料から形成することができる。例えば、カラー１０８は、
成形プラスチック構成要素、又は機械加工金属（アルミニウム等）構成要素から形成する
ことができる。幾つかの実施形態では、カラー１０８は、ガラス繊維強化ポリプロピレン
を含む成形プラスチック構成要素から形成される。
【００４９】
　図２に示されるように、蓋１０６のサンプリングポート１３２は、サンプリングポート
１３２が蓋１０６の内側表面１５３の部分１５２、及び蓋１０６の開口部１５４を画定す
るように、ほぼ円筒形で管状の形状である。蓋１０６は、中空であり、試料調製システム
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１００が組み立てられる際、第２のリザーバ１２２と液体連通して存在する。サンプリン
グポート１３２は、円筒形である必要はなく、代わりに、所定の用途に必要ないずれの形
状を呈することができる。図２及び３に図示される実施形態では、フィルタ１３４は、フ
ィルタ１３４が第２のリザーバ１２２に加えて、開口部１５４を有する蓋と液体連通で存
在するように、サンプリングポート１３２に連結される（即ち、フレーム１３５を介して
）。
【００５０】
　図２に示される実施形態では、キャップ１０９は、サンプリングポート１３２の少なく
とも一部分を収容するための形状及び寸法である。結果として、蓋１０６の開口部を閉締
するため、及び試料調製システム１００を環境から密封するため（例えば、気密密封）に
、キャップ１０９を蓋１０６のサンプリングポート１３２に連結することができる。キャ
ップ１０９は、上記に記載のいずれかの連結手段を使用して、蓋１０６に連結することが
できる。キャップ１０９は、蓋１０６と一体化して形成してもよく（例えば、押し上げ式
スナップ式キャップ）、又はキャップ１０９は、蓋１０６と分離していてもよい（例えば
、スクリューキャップ）。キャップ１０９は、容器１０２に関して上記に列記された材料
を含む、様々な材料から形成することができる。
【００５１】
　幾つかの実施形態では、蓋１０６は、膜を貫通して、又はフィルムを取り外して蓋１０
６の内部にアクセスできるように、蓋１０６の内部の少なくとも一部分を環境から分離す
る、貫通できる膜又は取り外し可能なフィルムを含む。このような実施形態では、キャッ
プ１０９を採用する必要はない。
【００５２】
　図３に示されるように、蓋１０６の内側表面１５３は、その他の構成要素（例えば、概
念が図５～６に図示され、以下に記載される、追加又は代替フィルタ）を連結することが
できる、様々な内周縁を含むことができる。内周縁は、縁部に連結を所望するその他の構
成要素に応じて、所望する任意の配向を有することができる。幾つかの実施形態では、内
周縁は、図３では縁部がほぼ水平になるように、蓋１０６の中央長手軸とほぼ直交するよ
うに向いている。
【００５３】
　更に、蓋１０６は、その他の構成要素（例えば、フィルタ）を連結することができる、
内側に向かって延在する様々な部材を含むことができる。例えば、図３に示されるように
、フィルタ１３４は、フレーム１３５によって支持され、蓋１０６は、上記に記載のいず
れの連結手段を含むが、それらに限定されない、様々な連結手段によって、フレーム１３
５を連結することができる、内側に向かって延在する部材１５５を含む。内側に向かって
延在する部材１５５は、蓋１０６と一体化して形成することができる。
【００５４】
　フィルタ１３４は、液体組成物１１４を十分にろ過するためのいずれの幾何学的形状で
あってもよい。幾つかの実施形態では、フィルタ１３４は、変形可能であり、かつ／又は
折り畳み可能（即ち、フィルタ１３４がそれ自身の重量下で折り重なるように）である。
幾つかの実施形態では、フィルタ１３４は、硬質であり、その形状を保持する（即ち、そ
れ自身の重量下で折り重ならない）。試料調製システム１００で使用されるフィルタ１３
４のサイズ及び数、並びにその多孔度は、ソース１１２中の所望の検体及び不溶物に応じ
て、変化してもよい。例としてのみで、幾つかの実施形態では、ソース１１２は、食料を
含み、所望の検体は、バクテリアであり、不溶物は、食料粒子又は残屑である。このよう
な実施形態では、例えば、後続の分析のためにバクテリアがフィルタ１３４を通過できる
ようにする一方、食料粒子を保持する及び／又は分離するように、フィルタ１３４を選択
することができる。更なる一例として、幾つかの実施形態では、ソース１１２は溶解した
バクテリア細胞培養を含み、所望の検体は、ＤＮＡ、ＲＮＡ、タンパク質、又は代謝産物
の１つ以上であり、不溶物は細胞残屑である。このような実施形態では、例えば、後続の
分析のために、所望のＤＮＡ、ＲＮＡ、タンパク質、又は代謝産物がフィルタ１３４を通
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過できるようにする一方、細胞残屑を保持する及び／又は分離するように、フィルタ１３
４を選択することができる。
【００５５】
　フィルタ１３４は、抽出及び／又は採取のために、液体組成物１１４中の所望の検体が
フィルタ１３４を通過できるようにする一方、液体組成物１１４から粒子を保持するため
に十分である、様々な孔径を有することができる。幾つかの実施形態では、フィルタ１３
４は、少なくとも５μｍ、幾つかの実施形態では、少なくとも４０μｍ、幾つかの実施形
態では、少なくとも８０μｍ、及び幾つかの実施形態では、少なくとも１２０μｍの平均
孔径又はメッシュサイズを有する。幾つかの実施形態では、フィルタ１３４は、最大でも
２０００μｍ、幾つかの実施形態では、最大でも１０００μｍ、幾つかの実施形態では、
最大でも５００μｍ、及び幾つかの実施形態では、最大でも２００μｍの平均孔径又はメ
ッシュサイズを有する。
【００５６】
　図２及び３に図示される実施形態では、フィルタ１３４は、蓋１０６に設置され、一般
に蓋１０６の中央長手軸と一致する。しかしながら、幾つかの実施形態では、フィルタ１
３４は、蓋１０６の「軸外」の位置に配置される。例えば、開口１５８は、蓋１０６のフ
ィルタ１３４の可能な「軸外」の位置を示すために、図２に点線で示される。代替又は追
加のサンプリングポートを、開口１５８の位置に配置し、そこに連結することができる。
フィルタ１３４は、恒久的に、又は取り外し可能に、一方又は両方の位置に連結すること
ができる。
【００５７】
　幾つかの実施形態、特にライナー１０４を採用しない実施形態では、フィルタ１３４は
、代わりに、又は追加として、容器１０２の側壁１２９の開口１６０又は容器１０２の底
部１２７の開口１２４（又は容器１０２の底部１２７の異なる位置に形成される開口）を
通って、試料調製システム１００の内部（即ち、容器１０２の第１のリザーバ１２０）に
アクセスすることができる。このような実施形態では、フィルタ１３４は、恒久的に又は
取り外し可能に、容器１０２の側壁１２９又は底部１２７に連結することができる。別又
は追加のサンプリングポートを、開口１６０及び１２４の位置に配置し、そこに連結する
ことができる。幾つかの実施形態では、試料調製システム１００は、蓋１０６のサンプリ
ングポート１３２、蓋１０６の開口１５８の位置での追加のサンプリングポート、容器１
０２の側壁１２９の開口１６０の位置での追加のサンプリングポート、及び／又は容器１
０２の底部１２７の開口１２４の位置での追加のサンプリングポート等のサンプリングポ
ートを２つ以上含むことができる。試料調製システム１００のいずれかの位置でのいずれ
かのサンプリングポートを密封するために、キャップ１０９又は同様の密閉機器を使用す
ることができる。
【００５８】
　フィルタ１３４に関しては異なる位置でも可能であるため、フィルタ１３４は、試料調
製システム１００及び特定の使用用途において、その位置に収容されるような形状及び寸
法であってよい。フィルタ１３４のいずれの可能な位置では、所望のろ過の種類、及びフ
ィルタ１３４が液体組成物１１４をどのようにろ過するように意図されるかに応じて、フ
ィルタ１３４は、液体組成物１１４のレベル１６５の完全に上方又は完全に下方に配置す
ることができる、又はフィルタ１３４に一部分を液体組成物１１４のレベル１６５の上方
に、及び一部分的を下方に配置することができる。例えば、図２に図示される実施形態で
は、フィルタ１３４は、サンプリングポート１３２に連結され、液体組成物１１４のレベ
ル１６５がどれだけ高いかに応じて、典型的には、フィルタ１３４の一部分を液体組成物
１１４のレベル１６５の上方に、及び一部分を下方に配置するように、サンプリングポー
ト１３２から試料調製システム１００の内部に延在するであろう。
【００５９】
　フィルタ１３４は、ライナー１０４及び液体組成物１１４の内部と流体連通し、液体組
成物１１４をろ過するように働き、ろ液１１６を形成する。ろ液１１６は、フィルタ１３
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４の容積内に配置され、近接するサンプリングポート１３２から抜き取り、及び／又はサ
ンプリングすることができる。複数の位置でフィルタ１３４を使用する実施形態では、ろ
液１１６は、サンプリングポート、又は上記のいずれかの開口からサンプリングすること
ができる。
【００６０】
　フィルタ１３４は、ポリプロピレン、ポリエチレン、ナイロン、ポリエステル、ポリカ
ーボネート、ポリメタクリル酸メチルなどのアクリル樹脂類、フッ素化ポリマー類（例え
ば、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ））、セルロース類（例えば、酢酸セルロー
スなどの変性セルロース）、ファイバーグラス類、ポリウレタン類、金属類、及びそれら
の組み合わせの１つ以上を含むが、それらに限定されない、様々な物質から形成すること
ができる。幾つかの実施形態では、フィルタ１３４は、織布基材（substate）、不織布基
材素地、成形構造体から形成することができ、他の織布又は繊維材料から構成でき、及び
／又は膜質の材料から形成することができる。フィルタ１３４の表面積は、フィルタ１３
４にひだを付けることによって、又は他の類似の技術によって増すことができる。
【００６１】
　幾つかの実施形態では、（フィルタ１３４がどの位置にあるかに関わらず）、フィルタ
１３４は、ソース１１２の保有部又は保持部として使用されることができる。この概念の
一例は、図４に図示され、以下に説明される。
【００６２】
　上記のように、ライナー１０４は、使い捨てであってもよい。更に、幾つかの実施形態
では、１つ以上の蓋１０６、キャップ１０９及びフィルタ１３４は、使い捨てであっても
よい。例えば、幾つかの実施形態では、蓋１０６は、ライナー１０４と連結してもよく、
キャップ１０９及びフィルタ１３４は蓋１０６と連結してもよい。ライナー１０４、蓋１
０６、フィルタ１３４、及びキャップ１０９は、容器１０２を汚染することなく使用でき
る、試料調製システム１００の使い捨て部分を形成してもよい。使い捨て部分は、容器１
０２から取り外し、廃棄することができる。次いで、容器１０２は、新しいライナー１０
４、蓋１０６、フィルタ１３４及びキャップ１０９と共に再使用することができる。
【００６３】
　図４は、本発明による別の試料調製システム２００を図示し、そこで類似数字は類似要
素を表す。試料調製システム２００は、図２～３の図示された実施形態に関連する、多く
の同様の上記要素及び特徴部を共有する。従って、図２～３の図示された実施形態の要素
及び特徴部に一致する要素及び特徴部は、２００シリーズにおいて同様の参照番号が提供
される。参照は、図４に図示される実施形態の特徴部及び要素（及び、このような特徴部
及び要素の代替）を更に完全に説明するために、上記の添付図２～３に対してなされる。
【００６４】
　試料調製システム２００は、ライナーを含まず、蓋２０６は、容器２０２に直接連結す
る。試料調製システム２００は、容器２０２の側壁２２９に形成される開口２６０に流体
で連結されるフィルタ２３４を更に含む。試料調製システム１００のフィルタ１３４とは
異なり、フィルタ２３４は、ソース２１２のための保有部又は保持部として機能する。
【００６５】
　フィルタ２３４は、容器２０２と恒久的に連結することができ、ソース２１２は、フィ
ルタ２３４に添加することができるか、又は、フィルタ２３４は、容器２０２に取り外し
可能に連結することができ、ソース２１２は、フィルタ２３４が容器２０２に連結される
前、又は後にフィルタ２３４に添加することができる。幾つかの実施形態では、フィルタ
２３４は、フィルタ２３４がソース２１２を含み、希釈剤２１３がフィルタ２３４の内部
の内外を流れることができ、ソース２１２と混合するように、第１のリザーバ２２０内で
浮動性であってもよい。
【００６６】
　ソース２１２は、ソース２１２をフィルタ２３４内で希釈剤２１３と組み合わせて液体
組成物２１４を形成できるように、フィルタ２３４に配置され、フィルタ２３４の少なく
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とも一部分が、容器２０２の希釈剤２１３のレベルより下方に配置され、容器２０２の内
部と流体連通している。フィルタ２３４内に配置される液体組成物２１４は、ソース２１
２からのあらゆる不溶性物質のみならず、希釈剤２１３中に対象の検体を含む。攪拌中、
ソース２１２及び希釈剤２１３を混合し、希釈剤２１３でソース２１２を溶解、分散、懸
濁、及び／又は乳化することができる。希釈剤２１３及び希釈剤２１３中のあらゆる対象
の検体は、生じたろ液２１６がフィルタ２３４の外側に配置されかつ容器２０２のリザー
バ２２０内に配置され、希釈剤２１３中に対象の検体を含むように、フィルタ２３４の内
外を自由に流れる。
【００６７】
　ろ液２１６は、蓋２０６のサンプリングポート２３２、蓋２０６の開口２５８、容器２
０２の側壁２２９の追加の開口、及び／又は容器２０２の底部２２７の開口２２４を含む
様々なサンプリングポート又は開口のいずれか、からサンプリングすることができる。幾
つかの実施形態では、図４に示すように、１つ以上のサンプリングポートは、試料調製シ
ステム１００のフィルタ１３４と同様の方法で機能する追加のフィルタ２３４’を含むこ
とができる。このような実施形態では、ろ液２１６は、フィルタ２３４’によって更にろ
過され、生じるろ液２１６は隣接のサンプリングポート（即ち、図４のサンプリングポー
ト２３２）から抜き取り及び／又はサンプリングされてもよい。
【００６８】
　試料調製システム２００は、ライナーを更に含み、十分な密封が開口２６０の位置でラ
イナーと容器２０２との間に提供されると言う条件で、この場合希釈剤２１３及び生じる
ろ液２１６はライナー内に配置され得る。
【００６９】
　図５～６は、本発明による別の試料調製システム３００を図示し、類似数字は類似要素
を表す。試料調製システム３００は、図２～３の図示する実施形態に関連した、多くの同
様の上記要素及び特徴部を共有する。従って、図２～３の図示された実施形態の要素及び
特徴部に一致する、要素及び特徴部は、３００シリーズにおいて同様の参照番号が提供さ
れる。図５～６に図示される実施形態の特徴部及び要素（及び、このような特徴部及び要
素の代替）の更に完全な説明のための図２～３を伴う上記の説明の参照がなされる。
【００７０】
　図５～６は、試料調製システム３００の蓋３０６のみを示す。試料調製システム３００
の他の構成要素は、上記に記載の試料調製システム１００のものと同じと仮定され、従っ
て、明確にするために、図５～６には示されない。
【００７１】
　蓋３０６が、実質的に平面で、蓋３０６の内側表面３５３に連結するフィルタ３３４を
含むことを除き、蓋３０６は、上記に記載され、図２～３に図示される蓋１０６と実質的
に同様である。蓋３０６の内側表面３５３は、上方内部周縁３７０及び下方内部周縁３６
８を含む。図５に示すように、上方内部周縁３７０は、外周３７１から内周３７３へ延在
し下方に面する表面を含む。同様に、下方内部周縁３６８は、外周３７６から内周３７８
へ延在し下方に面する表面を含む。フィルタ３３４の外周は、内側表面３５３の上方内側
周縁３７０と連結する。更に、フィルタ３３４は、保持壁３７２と接触する。保持壁３７
２は、フィルタ３３４の外周を保持するために、蓋１０６の内側表面３５３から下方に延
在する。
【００７２】
　フィルタ３３４は、蓋１０６に対して上記と同様の連結手段を使用して蓋３０６と連結
されてもよい。フィルタ３３４は、恒久的、又は取り外し可能に蓋３０６と連結されても
よい。フィルタ３３４と蓋３０６との間の連結の程度は、これに限定されないが、フィル
タ３３４の材料、蓋３０６の材料、連結された表面領域の寸法及び構造、及び使用される
連結手段の種類を含む多くの要素に応じて様々であることができる。例えば、フィルタ３
３４がほつれた縁部を含む場合、やや幅広い、及び／又は刻み付きの連結表面領域が使用
されてもよい（例えば、上方内側周縁縁部３７０は刻み付きであってもよい）。このよう
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な幅広、及び／又は刻み付きの超音波溶接部は、フィルタ３３４のほつれ縁部を捕捉する
ことができる。ほつれの量を最小限にするために、フィルタ３３４は、フィルタ３３４の
縁部を融着することができるレーザーを使用して切断できる。これにより生じたレーザー
切断されたフィルタ３３４は、あったとしても、ほつれの最低量を含むため、より狭い幅
の連結領域を使用することができる。幾つかの実施形態では、連結領域は、フィルタ３３
４の外周の周囲で全面的に延在する。幾つかの実施形態では、連結領域は、最大５．０ｍ
ｍの平均幅（即ち、同じ平面内の寸法、及び、フィルタ３３４の外周に実質的に垂直）を
有することが可能であり、幾つかの実施形態では、１．０ｍｍ～３．０ｍｍの範囲である
ことが可能である。或いは、フィルタ３３４は、例えば、成形プロセスによって、蓋３０
６内で一体的に形成されることが可能である。
【００７３】
　フィルタ３３４は、蓋３０６と同様の材料、又は異なる材料から形成されてもよい。フ
ィルタ３３４は、可撓性であるか、又は半剛体であってもよい。幾つかの実施形態では、
フィルタ３３４は、ナイロンの織布又は織布から形成されるが、蓋３０６は、ポリプロピ
レンから形成された射出成形部品である。このような実施形態では、ナイロンフィルタ３
３４は、超音波溶接技術を介し、蓋３０６に結合されてもよい。超音波溶接の間、上方内
側周縁３７０の少なくとも一部分は、フィルタ３３４と機械的に固着するために融解でき
る。ナイロンは、ポリプロピレンよりも高い融解温度を有するため、ナイロンフィルタ３
３４は、超音波溶接プロセスの間、その構造的な一体性を維持することが可能である。こ
のような実施形態では、上方内側周縁３７０の少なくとも一部分は、フィルタ３３４の一
部分となってもよく、これによって、フィルタ３３４の一部分を密封する。
【００７４】
　フィルタ３３４は、所定のアプリケーションによって様々である寸法及び形状を有する
ことができる。フィルタ３３４は、これに限定されないが、円形状、正方形状、長方形状
、三角形状、多角形状、星型形状、他の好適な形状、及びそれらの組み合わせを含む、あ
らゆる望ましい形状を有することができる。図５及び６に図示する実施形態では、フィル
タ３３４は、実質的に円形状を有する。
【００７５】
　フィルタ３３４の寸法は、蓋３０６の寸法に応じて様々であってもよい。幾つかの実施
形態では、フィルタ３３４はより小さい、又はより大きい寸法を有する場合があるが、フ
ィルタ３３４は、１５ｍｍ～１００ｍｍの範囲の最大寸法（即ち、長さ、幅、又は直径）
を有する。例えば、幾つかの実施形態では、フィルタ３３４は、円形状及び５６ｍｍの直
径を有してもよい。
【００７６】
　図５及び６を引き続き言及すると、保持壁３７２は、蓋３０６と一体的に形成される。
幾つかの実施形態では、図５に示すように、蓋３０６は、２つ以上の保持壁３７２を含み
、（ｉ）それぞれの保持壁３７２は、その厚さよりも大きい周辺長さを有し、（ｉｉ）そ
れぞれの保持壁３７２は、フィルタ３３４の外周に沿って配置され、（ｉｉｉ）２つ以上
の保持壁３７２の合計の周辺長さは、フィルタ３３４の外周の合計の周辺長さよりも短い
。
【００７７】
　図５に示すように、蓋３０６は、上方内側周縁３７０の外周３７１に沿って互いに等し
く間隔をおく、４つの保持壁３７２を含む。幾つかの実施形態では、それぞれの保有壁３
７２は、８００μｍ～１２００μｍの範囲の厚さ、外周３７１に沿って１．０ｍｍ～２２
．０ｍｍの範囲の距離に延在する長さ（即ち、この例示的な実施形態では、アーク長）、
及び１．０ｍｍ～５．０ｍｍの範囲の高さを有する。幾つかの実施形態では、それぞれの
保持壁３７２は、保持壁３７２の周辺の流量を妨げない（又は影響を最小限にする）よう
に、セグメント化された構成を有する。
【００７８】
　蓋３０６は、開口部３５４及び内部に延在する部材３５５を含む。内部に延在する部材
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３５５は、図２及び３では、フィルタ１３４が蓋１０６に連結するのと同じ方法で、追加
のフィルタ（図示せず）が蓋３０６と連結するために使用することができる。このような
実施形態では、フィルタ３３４は、追加のフィルタの下に設置され、追加のフィルタは、
蓋３０６の上部からフィルタ３３４の距離よりも短い長さ寸法を有することができる。
【００７９】
　幾つかの実施形態では、図５及び６に示すように、フィルタ要素３３４は、蓋３０６の
最小断面積よりも大きい合計表面積を有する。蓋３０６では、最小断面積は、蓋開口部３
５４の断面積である。幾つかの実施形態では、１つ以上のフィルタが、フィルタ３３４と
同様の様式で蓋３０６と連結される。例えば、幾つかの実施形態では、フィルタ３３４、
又は追加のフィルタ（図示せず）は、下方の内側周縁３６８と連結することができる。即
ち、１つ以上のフィルタ３３４は、蓋３０６と連結し、蓋３０６の内側表面３５３に沿っ
たいずれかの場所に配置することができる。１つ以上のフィルタ３３４を採用する実施形
態では、フィルタ３３４は、互いに類似であるか、又は互いに異なってもよい。即ち、フ
ィルタ３３４は、同一、又は異なる材料から形成されてもよく、フィルタ３３４は、同一
、又は実質的により小さい孔径を有してもよい。
【００８０】
　一例として、第１のフィルタ３３４は、上方内側周縁３７０と連結されてもよく、５６
ｍｍの直径、８０μｍの要素孔径を有してもよく、１つ以上の保持壁３７２によって少な
くとも部分的に囲まれてもよいが、第２のフィルタ３３４は、下方内側周縁３６８と連結
されてもよく、９６ｍｍの直径を有してもよく、蓋３０６の内側表面３５３によって少な
くとも部分的に囲まれてもよい。
【００８１】
　上記のフィルタ１３４、２３４、及び３３４のいずれもが、試料調製システムの１つに
おいて、互いの組み合わせで使用されてもよい。例えば、上記に記載されるように、フィ
ルタ１３４は、異なる用途のための一連のフィルタを提供するため、及び／又は液体組成
物から引き続いて、より小さな粒子を除去するために、フィルタ２３４及び／又は３３４
と組み合わせて使用することができる。
【００８２】
　或いは、又は加えて、液体組成物から引き続いてより小さな粒子を除去するために、そ
れぞれの種類のフィルタ１３４、２３４、又は３３４の２つ以上を採用する（及び、幾つ
かの実施形態では、ネスト化）することができる。例えば、ろ液を収集するために連続し
たより小さい孔径を有する次のフィルタに対し、より大きい孔径の前置フィルタとして働
く粗いフィルタであるフィルタが配置されてもよい。フィルタは、直立位置で試料調製シ
ステムを使用するために配置されてもよく、及び／又は、システムが反転された場合、試
料調製システムを使用するために配置されてもよい。
【００８３】
　本願に記載される試料調製システム１００、２００、３００のいずれかは、上に記載さ
れ、図１に図示される、概して以下の試料調製方法１０によって試料を調製するために使
用することができる。例示的な方法を、図２及び３の試料調製システム１００を使用して
詳細にここに説明する。
【００８４】
　ソース１１２及び希釈剤１１３は、容器１０２の第１のリザーバ１２０に添加され、液
体組成物１１４を形成するために組み合わせることができる。上記のように、ライナー１
０４又は容器１０２は、液体組成物１１４を入れることが可能な、自立型容器としての役
目を果たすことができる。蓋１０６は、ライナー１０４が容器１０２内に設置される前、
又は後に、ライナー１０４と連結することができる。カラー１０８は、構成要素を互いに
固定するために容器１０２と連結することができ、蓋開口部１５４は、キャップ１０９を
使用して密封することができる。
【００８５】
　試料調製システム１００は、ソース１１２と希釈剤１１３とを混合し、希釈剤１１３に
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ソース１１２を溶解、分散、懸濁、及び／又は乳化するために攪拌できる。攪拌は、円軌
道、楕円軌道、ランダム軌道、それらの組み合わせ、又は、ソース１１２と希釈剤１１３
とを有効かつ効果的に確実に混合するその他の手段であってもよい。試料調製システム１
００は、液体組成物１１４の流出、及び／又は損失を最小限にするために、攪拌中、クラ
ンプ、又は他の方法によって固定できる。
【００８６】
　幾つかの実施形態では、試料調製システム１００の液体組成物１１４は、選択された持
続時間、周波数１０～２０００サイクル／分、及び、幾つかの実施形態では、周波数２０
０～５００サイクル／分で、バレルモデル７５リストアクションシェーカー（Burell Mod
el 75 Wrist Action Shaker）（ペンシルバニア州ピッツバーグ（Pittsburgh, PA）のバ
レル・サイエンティフィック（Burrell Scientific））によって攪拌することができる。
幾つかの実施形態では、試料調製システム１００は、シェーカーアームから５ｃｍ～５０
ｃｍ、幾つかの実施形態では、１０ｃｍ～２０ｃｍの距離に取り付けることができる。幾
つかの実施形態では、試料調製システム１００は、５度～３０度、幾つかの実施形態では
、１５度～２０度の弧を描くことが可能である。液体組成物１１４は、少なくとも１０秒
、幾つかの実施形態では少なくとも１５秒、幾つかの実施形態では少なくとも３０秒、幾
つかの実施形態では少なくとも４０秒、幾つかの実施形態では少なくとも６０秒攪拌する
ことができる。幾つかの実施形態では、液体組成物１１４は、最大で１５分、幾つかの実
施形態では最大で１０分、幾つかの実施形態では最大で５分、及び幾つかの実施形態では
最大で３分攪拌することができる。
【００８７】
　幾つかの実施形態では、液体組成物１１４は、選択された持続時間で、２００ｒｐｍ～
５０００ｒｐｍ、及び幾つかの実施形態では１０００ｒｐｍ～３０００ｒｐｍの攪拌周波
数で、ＶＸ－２５００マルチチューブ・ボルテクサ（VX-2500 Multi-Tube Vortexer）（
ペンシルバニア州ウエストチェスター（West Chester, PA）のＶＷＲサイエンティフィッ
ク・プロダクツ（VWR Scientific Products））を用いて攪拌することができる。攪拌軌
道は、円、楕円、ランダム、又はそれらの組み合わせであってもよい。幾つかの実施形態
では、楕円は、０．２５ｃｍ～５ｃｍであり、幾つかの実施形態では、１ｃｍ～３ｃｍで
ある。
【００８８】
　上記に記載されるように、試料調製システム１００、２００、及び／又は３００の配列
又は複数個は、後続の攪拌のために、重力、クランプ、又は他の方法によって固定される
、プレート、アーム、又は他の機器に設置することによって、同時に攪拌することができ
る。例えば、幾つかの実施形態では、単一攪拌機器、又は複数の攪拌機器で、１～約５０
個の試料調製システム１００、２００、及び／又は３００が同時に攪拌され、幾つかの実
施形態では、約１０～約２５個の試料調製システム１００、２００、及び／又は３００が
同時に攪拌される。
【００８９】
　幾つかの実施形態では、液体組成物１１４は、蓋開口部１５４（例えば、フィルタ１３
４が存在しないとき）、或いは、他の可能な開口のいずれかを通じて挿入されてもよい、
シャフト、及び攪拌ブレードを有する機械的攪拌器を追加することによって攪拌すること
ができる。液体組成物１１４の攪拌は、ソース１１２から対象の検体を離すために、希釈
剤１１３におけるソース１１２の崩壊体、及び／又は分散することを助長するために、鋼
球ベアリング、磁気攪拌バー、ブレード、及び他の手段で更に達成されてもよい。上記に
記載される攪拌方法は、一例として挙げられるに過ぎず、限定することを意図したもので
はない。当業者は、他の類似の攪拌方法を採用できることを理解するであろう。
【００９０】
　液体組成物１１４は、希釈剤１１３及び希釈剤１１３中のあらゆる対象の検体を含む、
ろ液１１６をフィルタ１３４内に配置して形成するために、フィルタ１３４を使用してろ
過することができる。ろ液１１６のすべて、又は一部分（例えば試料）は、更なる分析の
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ためにフィルタ１３４の内部から取り外すことができる。
【００９１】
　幾つかの実施形態では、液体組成物１１４のレベル１６５は、フィルタ１３４が液体組
成物１１４のレベル１６５よりも一部は上方に、及び一部は下方に設置されるように、十
分に高い。試料調製システム１００は、必要に応じて、液体組成物のレベル１６５を調節
するために直立、勾配、傾斜、又は反転することができる。このような実施形態では、蓋
開口部１５４を通してフィルタ１３４の内部にアクセス可能であり、ろ液１１６の試料は
、フィルタ１３４の内部から吸引する（例えば、ピペット操作することによって）ことに
よって取り出すことが可能である。或いは、ろ液１１６は、蓋開口部１５４からろ液１１
６を傾しゃ法により移すことによって取り出すことができ、及び／又は、ライナー１０４
は、ライナー１０４（例えば、容器１０２の底部１２７の開口１２４を経由してライナー
１０４の底部１２６へ）へ圧力を加えることによって蓋開口部１５４からろ液１１６を追
い出すことができる。
【００９２】
　幾つかの実施形態では、液体組成物１１４のレベル１６５は、フィルタ１３４が液体組
成物１１４のレベル１６５よりも完全に上方に設置されるように、フィルタ１３４の底よ
りも下方にある。このような実施形態では、フィルタ１３４で液体組成物１１４をろ過し
、ろ液１１６がフィルタ１３４内に配置されるように、試料調製システム１００を反転す
ることができる。上に記載されるように、ろ液１１６をフィルタ１３４の内部へ押し込む
、及び／又は蓋開口部１５４から押し出すために、圧力を加えることができる。或いは、
フィルタ１３４は、試料調製システム１００が、反転後に直立位置に戻るとき、フィルタ
１３４は、吸引及び／又は傾しゃ法により移すことによって取り出しできるように内部に
ろ液１１６を保持するように構成することができる。
【００９３】
　上に記載されるように、図４に図示される試料調製システム２００のような幾つかの実
施形態では、フィルタ２３４は、ソース２１２の保有部、又は保持部としての役割を果た
すことができる。このような実施形態では、希釈剤２１３は、容器２０２の第１のリザー
バ２２０に添加することができ（又は、容器２０２は、希釈剤２１３の予め計られた量で
予め満たすことが可能）、ソース２１２をフィルタ２３４内に設置することができる。蓋
２０６は、容器２０２と連結することができ、試料調製システム２００は、キャップ、又
は類似の密閉機器を使用して密封することができる。組み立てられ、密封された試料調製
システム２００は、液体組成物２１４がフィルタ２３４内に設置され、ろ液２１６がフィ
ルタ２３４の外側、及び容器２０２の第１のリザーバ２２０内に設置されるようにして、
攪拌し希釈剤２１３がフィルタ２３４の内外に流れるようにできる。
【００９４】
　上に記載されるように、ろ液２１６は、様々なサンプリングポート（例えば、サンプリ
ングポート２３２）のいずれかから取り出すことができ、ろ液２１６に依然として存在す
る場合がある更なる粒子を除去するために、更にろ過することが可能である。例えば、ろ
液２１６は、第２のろ液２１６’が第２のフィルタ２３４’内に形成されるように、容器
２０２の側壁２２９と連結するフィルタ２３４のものよりも小さい孔径を有するフィルタ
２３４’によって更にろ過することができる。第２のろ液、又はその試料は、上記に記載
される技術のいずれかを使用して取り出すことができる。
【００９５】
　以下の実施例は、本発明の解説を意図としたものであり、限定的なものではない。
【実施例】
【００９６】
　すべての溶媒類及び試薬類は、特に記載のない限り、ウィスコンシン州ミルウォーキー
（Milwaukee, WI）アルドリッチ・ケミカル社（Aldrich Chemical Company）から入手し
た。すべてのパーセント及び量は、特に指定のない限り、重量である。３Ｍ（商標）社の
ペイント・プレパレーション・システム（Paint Preparation System）ライナー（部品番
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号１６１１４）及び自立型容器（部品番号１６１１５）、並びに関連の蓋及びカラーは、
ミネソタ州セントポールの３Ｍ社によって供給された。使用された振盪器は、ペンシルバ
ニア州ピッツバーグのバレル・サイエンティフィック社（Burrell Scientific Company）
によって供給されたバレル（Burrell）モデル７５－リストシェーカーである。滅菌希釈
剤（バターフィールド緩衝剤（Butterfield’s buffer））は、テネシー州メンフィスの
エッジ・バイオロジカル（Edge Biological）から購入した。ボルテックスマシンは、ペ
ンシルバニア州ウエストチェスターのＶＷＲサイエンティフィック・プロダクツ（VWR Sc
ientific Products）からのモデルＶＸ－２５００マルチチューブ・ボルテクサ（model V
X-2500 Multi-Tube Vortexer）である。好気性菌数は、ミネソタ州セントポールの３Ｍ社
から入手した、３Ｍ（商標）ペトリフィルム（Petrifilm）（商標）生菌数測定用ＡＣプ
レート（Aerobic Count Plates）及びプレートリーダー（Plate Readers）を使用して測
定した。
【００９７】
　牛挽肉、及び豚挽肉（２５％脂質を含有すると推定）試料を地元の食料品店から購入し
た。部分（１５０グラム）を切り離し、プラスチック袋に入れ、－２０℃の冷凍庫で保管
した。ホウレンソウの葉を地元の食料品店から購入し、ホウレンソウの元の容器のまま４
℃で保管した。使用に先立ち、牛挽肉及び豚挽肉の必要な部分を冷凍庫から取り出し、室
温でおよそ２時間置いた（即ち、使用前に、２５℃で試料を解凍し、続いて木製のへらを
使用して袋の中で完全に混ぜた）。ホウレンソウ試料は、４℃の保管庫から取り出した後
、直ちに試験した。
【００９８】
　比較例１（Ｃ１）
　この例は、ストマッキング手順を使用する牛挽肉試料から放出された検体の定量化を示
す。牛挽肉の一部分（１１ｇ）を、フィルタ処理したストマッカー袋（英国ノーフォーク
（Norfolk, UK）のセワード社（Seward, Inc.）のセワード・ストマッカー（Seward STOM
ACHER）（登録商標）ラボラトリー・ブレンダー、モデル４００フィルタ袋）のフィルタ
内に設置し、バターフィールド緩衝剤（Butterfield’s buffer）（９９ｍＬ）を添加後
、袋をストマッカー（STOMACHER）（登録商標）ラボラトリー・ブレンダー（英国ノーフ
ォークのセワード社（Seward, Inc.）のモデル４００）に設置した。液体組成物を、表１
に記載される指定の時間、２３０ｒｐｍでストマッキングした。ろ液は、フィルタと袋壁
との間の容積に形成された。それぞれの時間間隔の後、２ｍＬのろ液を、フィルタの外と
袋壁との間の空間からピペットで収集し、滅菌検査チューブに移動した。収集したろ液（
５００μＬ）の一部分を、バターフィールド緩衝剤（Butterfield’s Buffer）（９９ｍ
Ｌ）で希釈し、それぞれのフィルタの好気性菌数を測定し、表１に記録後、およそ１０秒
間手動で振盪した。
【００９９】
　比較例２（Ｃ２）
　この例は、ストマッキング手順を使用する豚挽肉試料から放出された検体の定量化を示
す。豚挽肉の一部分（１１ｇ）を、フィルタ処理したストマッカー袋（英国ノーフォーク
のセワード社（Seward, Inc.）のセワード・ストマッカー（Seward STOMACHER）（登録商
標）ラボラトリー・ブレンダー、モデル４００フィルタ袋）のフィルタ内に設置し、バタ
ーフィールド緩衝剤（Butterfield’s buffer）（９９ｍＬ）を添加後、袋をストマッカ
ー（STOMACHER）（登録商標）ラボラトリー・ブレンダー（英国ノーフォークのセワード
社（Seward, Inc.）のモデル４００）に設置した。液体組成物を、表１に記載される指定
の時間、２３０ｒｐｍでストマッキングした。ろ液は、フィルタと袋壁との間の容積に形
成された。それぞれの時間間隔の後、２ｍＬのろ液を、フィルタの外と袋壁との間の空間
からピペットで収集し、滅菌検査チューブに移動した。収集したろ液（１０００μＬ）の
一部分を、バターフィールド緩衝剤（Butterfield’s Buffer）（９ｍＬ）で希釈し、そ
れぞれのフィルタの好気性菌数を測定し、表１に記録後、およそ１０秒間手動で振盪した
。
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【０１００】
　比較例３（Ｃ３）
　この例は、ストマッキング手順を使用するホウレンソウの葉から放出された検体の定量
化を示す。ホウレンソウの葉の一部分（１１ｇ）を、フィルタ処理したストマッカー袋（
英国ノーフォークのセワード社（Seward, Inc.）のセワード・ストマッカー（Seward STO
MACHER）（登録商標）ラボラトリー・ブレンダー、モデル４００フィルタ袋）のフィルタ
内に設置し、バターフィールド緩衝剤（Butterfield’s buffer）（９９ｍＬ）を添加後
、袋をストマッカー（STOMACHER）（登録商標）ラボラトリー・ブレンダー（英国ノーフ
ォークのセワード社（Seward, Inc.）のモデル４００）に設置された。液体組成物を、表
１に記載される指定の時間、２３０ｒｐｍでストマッキングした。ろ液は、フィルタと袋
壁との間の容積に形成された。それぞれの時間間隔の後、２ｍＬのろ液を、フィルタの外
と袋壁との間の空間からピペットで収集し、滅菌検査チューブに移動した。収集したろ液
の一部分（１０００μＬ）は、１：２０，０００の最終濃度までバターフィールド緩衝剤
（Butterfield’s Buffer）で順次希釈後、それぞれのフィルタの好気性菌数を測定し、
表１に記録した。
【０１０１】
　（実施例１）（Ｅ１）
　この例は、機械的振盪及び本開示の試料調製システムを使用し、牛挽肉から放出された
検体の定量化を示す。空のライナーを秤に設置し、ソースとしての役割を果たす牛挽肉（
１１ｇ）をライナーに移動した。ライナーを秤から取り出し、容器に設置した。滅菌希釈
剤（９９ｍＬ）を、牛挽肉ソースを含有するライナーに添加し、蓋をライナー及び容器と
連結した。蓋は、図２及び３のフィルタ１３４の形状のフィルタを含む。組み立てられた
状態の試料調製システムを固定するために、ネジ付きカラーを容器上にネジ止めした。蓋
の開口部を別個のキャップで密封した。牛挽肉及び希釈剤を含む液体組成物を含有する試
料調製システムを、振盪器のアームに固定するためにクランプに設置した。試料調製シス
テムの中心から振盪器のロッドまでの距離は、およそ２０ｃｍであった。試料は、およそ
１７度の弧度で１秒間におよそ６回転の頻度に相当する、１０の装置ダイアル設定で、１
５秒振盪した。この期間の後、キャップを取り外し、およそ２ｍＬの液体組成物を蓋のフ
ィルタを通じて（即ち、ろ液として）滅菌検査チューブへ傾しゃ法により移した。試料調
製システムをキャップし、振盪機器へ戻し、必要に応じて、更なる時間に渡って攪拌した
。混合／傾しゃ法により移すサイクルを、記載のように繰返し、ろ液を６０秒、１２０秒
、２４０秒時点で収集した。収集したろ液（５００μＬ）の一部分を、バターフィールド
緩衝剤（Butterfield’s Buffer）（９９ｍＬ）で希釈し、それぞれのフィルタの好気性
菌数を測定し、表１に記録後、およそ１０秒間手動で振盪した。
【０１０２】
　（実施例２）（Ｅ２）
　この例は、ボルテックス・ミキサー及び本開示の試料調製システムを使用し、牛挽肉試
料から放出された検体の定量化を示す。空のライナーを秤に設置し、ソースとしての役割
を果たす牛挽肉（１１ｇ）をライナーに移動した。次いで、ライナーを秤から取り出し、
容器に設置した。滅菌希釈剤（９９ｍＬ）を、牛挽肉ソースを含有するライナーに添加し
、蓋をライナー及び容器と連結した。蓋は、図２及び３のフィルタ１３４の形状のフィル
タを含む。組み立てられた状態の試料調製システムを固定するために、ネジ付きカラーを
容器上にネジ止めした。蓋の開口部を別個のキャップで密封した。牛挽肉及び希釈剤を含
む液体組成物を含有する試料調製システムを、偏心軌道（およそ６ｍｍ×４ｍｍ）のボル
テックスマシンの土台に設置し、固定した。液体組成物を、およそ２５００ｒｍｐの回転
速度と一致する、１０の装置ダイアル設定で１５秒間混合した。この期間の後、キャップ
を取り外し、およそ２ｍＬの液体組成物を蓋のフィルタを通じて（即ち、ろ液として）滅
菌検査チューブへ傾しゃ法により移した。試料調製システムをキャップし、ボルテックス
機器へ戻し、必要に応じて、更なる時間に渡って混合した。混合／傾しゃ法により移すサ
イクルを、記載のように繰返し、ろ液を６０秒、１２０秒、２４０秒時点で収集した。収
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集したろ液（５００μＬ）の一部分を、バターフィールド緩衝剤（Butterfield’s Buffe
r）（９９ｍＬ）で希釈し、それぞれのフィルタの好気性菌数を測定し、表１に記録後、
およそ１０秒間手動で振盪した。
【０１０３】
　（実施例３）（Ｅ３）
　この例は、ボルテックス・ミキサー及び本開示の試料調製システムを使用し、豚挽肉試
料からの検体の定量化を示す。空のライナーを秤に設置し、ソースとしての役割を果たす
牛挽肉（１１ｇ）をライナーに移動した。ライナーを秤から取り出し、容器に設置した。
滅菌希釈剤（９９ｍＬ）を、豚挽肉肉ソースを含有するライナーに添加し、蓋をライナー
及び容器と連結した。蓋は、図２及び３のフィルタ１３４の形状のフィルタを含む。組み
立てられた状態の試料調製システムを固定するために、ネジ付きカラーを容器上にネジ止
めした。蓋の開口部を別個のキャップで密封した。豚挽肉及び希釈剤を含む液体組成物を
含有する試料調製システムを、偏心軌道（およそ６ｍｍ×４ｍｍ）のボルテックスマシン
の土台に設置し、固定した。液体組成物を、およそ２５００ｒｍｐの回転速度と一致する
、１０の装置ダイアル設定で１５秒間混合した。この期間の後、キャップを取り外し、お
よそ２ｍＬの液体組成物を蓋のフィルタを通じて（即ち、ろ液として）滅菌検査チューブ
へ傾しゃ法により移した。試料調製システムをキャップし、ボルテックス機器へ戻し、必
要に応じて、更なる時間に渡って混合した。混合／傾しゃ法により移すサイクルを、記載
のように繰返し、ろ液を６０秒、１２０秒、２４０秒時点で収集した。収集したろ液（１
０００μＬ）の一部分を、バターフィールド緩衝剤（Butterfield’s Buffer）で希釈し
、それぞれのフィルタの好気性菌数を測定し、表１に記録後、およそ１０秒間手動で振盪
した。
【０１０４】
　（実施例４）（Ｅ４）
　この例は、機械的振盪器及び本開示の試料調製システムを使用し、ホウレンソウの葉試
料から放出された検体の定量化を示す。空のライナーを秤に設置し、ソースとしての役割
を果たすホウレンソウの葉（１１ｇ）をライナーに移動した。ライナーを秤から取り出し
、容器に設置した。滅菌希釈剤（９９ｍＬ）を、ホウレンソウの葉ソースを含有するライ
ナーに添加し、蓋をライナー及び容器と連結した。蓋は、図２及び３のフィルタ１３４の
形状のフィルタを含む。組み立てられた状態の試料調製システムを固定するために、ネジ
付きカラーを容器上にネジ止めした。蓋の開口部を別個のキャップで密封した。ホウレン
ソウの葉及び希釈剤を含む液体組成物を含有する試料調製システムを、該振盪器のアーム
に固定するためにクランプに設置した。試料調製システムの中心から振盪器のロッドまで
の距離はおよそ２０ｃｍであった。液体組成物は、およそ１７度の弧度で１秒間におよそ
６回転の頻度に相当する、１０の装置ダイアル設定で、１５秒間振盪した。この期間の後
、キャップを取り外し、およそ２ｍＬの液体組成物を蓋のフィルタを通じて（即ち、ろ液
として）滅菌検査チューブへ傾しゃ法により移した。試料調製システムをキャップし、振
盪機器へ戻し、必要に応じて、更なる時間に渡って攪拌した。混合／傾しゃ法により移す
サイクルを、記載のように繰返し、ろ液を６０秒、１２０秒、２４０秒時点で収集した。
収集したろ液の一部分（１０００μＬ）を１：２０，０００の最終濃度までバターフィー
ルド緩衝剤（Butterfield’s Buffer）で連続的に希釈した後、それぞれのろ液の好気性
菌数を測定し、表１に記録した。
【０１０５】
　（実施例５）（Ｅ５）
　この例は、ボルテックス・ミキサー及び本開示の試料調製システムを使用し、ホウレン
ソウの葉ソースから放出された検体の定量化を示す。空のライナーを秤に設置し、ホウレ
ンソウの葉（１１ｇ）をライナーに移動した。次いで、ライナーを秤から取り出し、容器
に設置した。滅菌希釈剤（９９ｍＬ）を、ホウレンソウの葉ソースを含有するライナーに
添加し、蓋をライナー及び容器と連結した。蓋は、図２及び３のフィルタ１３４の形状の
フィルタを含む。組み立てられた状態の試料調製システムを固定するために、ネジ付きカ
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ラーを容器上にネジ止めした。蓋の開口部を別個のキャップで密封した。ホウレンソウの
葉及び希釈剤を含む液体組成物を含有する試料調製システムを、偏心軌道（およそ６ｍｍ
×４ｍｍ）のボルテックスマシンの土台に設置し、固定した。液体組成物を、およそ２５
００ｒｐｍの回転速度と一致する、１０の装置ダイアル設定で１５秒間混合した。この期
間の後、キャップを取り外し、およそ２ｍＬの液体組成物を蓋のフィルタを通じて（即ち
、ろ液として）滅菌検査チューブへ傾しゃ法により移した。試料調製システムをキャップ
し、ボルテックス機器へ戻し、必要に応じて、更なる時間に渡って混合した。混合／傾し
ゃ法により移すサイクルを、記載のように繰返し、ろ液を６０秒、１２０秒、２４０秒時
点で収集した。収集したろ液の一部分（１０００μＬ）を１：２０，０００の最終濃度ま
でバターフィールド緩衝剤（Butterfield’s Buffer）で連続的に希釈した後、それぞれ
のろ液の好気性菌数を測定し、表１に記録した。
【０１０６】
　表１は、ソースから離された検体に対する異なる技術を使用し、それぞれの以下の時間
（秒）で取得されたろ液の好気性菌数データを含む。
【０１０７】
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【表１】

【０１０８】
　表１の結果は、本発明の試料調製システムを使用する検体の回収が、ストマッキング機
器のものと同程度であることを示す。液体組成物の調製は、機械的振盪、及びボルテック
ス混合を併用する本開示の試料調製システムを使用することによって、大幅に容易になっ
た。
【０１０９】
　上記に記載され、例示され、図に示される実施形態は、例としてであり、本発明の概念
及び原理において限定を意図したものではない。当然、本発明の精神及び範囲を逸脱する
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ことなく、要素における様々な変更及びその構成並びに配置が可能であることは、当技術
分野に精通する者に容易に理解されるであろう。本発明の種々の特徴及び態様は、添付の
請求項に定める。
【０１１０】
　本発明の試料調製システムの例示的な構造を、類似要素は類似数字を表す以下の図に示
す。本発明の実施態様の一部を以下の項目１～５２に列記する。
〔１〕
　検体試験のための試料を調製するための方法であって、
　ソース及び希釈剤を含む液体組成物を提供する工程と、
　自立型容器を含む試料調製システムを提供する工程と、
　該自立型容器により画定されるリザーバに該液体組成物を配置する工程と、
　該液体組成物をろ過して対象の検体を含むろ液を形成する工程と、
　該ろ液の少なくとも一部分を該試料調製システムから取り出して試料を形成する工程と
、
　該対象の検体について該試料を分析する工程と、を含む、方法。
〔２〕
　前記液体組成物を攪拌する工程を更に含む、項目１に記載の方法。
〔３〕
　前記液体組成物を攪拌する工程は、前記試料調製システムを攪拌する工程を含む、項目
２に記載の方法。
〔４〕
　前記液体組成物を攪拌する工程は、手動振盪する工程、機械的振盪する工程、超音波振
動する工程、ボルテックス攪拌する工程、手動攪拌する工程、機械的攪拌する工程、手動
叩解する工程、機械的叩解する工程、混合する工程、混練する工程、及びそれらの組み合
わせ、の中の少なくとも１つを含む、項目２に記載の方法。
〔５〕
　前記液体組成物を攪拌する前に、前記試料調製システムを閉締する工程を更に含む、項
目２に記載の方法。
〔６〕
　前記試料調製システムを閉締する工程は、前記自立型容器に蓋を連結する工程を含む、
項目５に記載の方法。
〔７〕
　前記ろ液の少なくとも一部分を前記試料調製システムから取り出す工程は、
　該試料調製システムを傾ける工程、
　該試料調製システムを反転する工程、
　該試料調製システムから該ろ液を傾しゃ法により移す工程、
　該試料調製システムから該ろ液を吸引する工程、
　前記自立型容器に圧力を印加する工程、及びそれらの組み合わせ、の中の少なくとも１
つを含む、項目１に記載の方法。
〔８〕
　前記試料調製システムは、前記リザーバと液体連通にありかつ前記自立型容器に連結さ
れるフィルタを含み、ろ液の少なくとも一部分を取り出す工程は、該自立型容器のサンプ
リングポートから、ろ液の少なくとも一部分を取り出す工程を含む、項目１に記載の方法
。
〔９〕
　前記試料調製システムは、
　サンプリングポートを有する蓋と、
　前記リザーバと液体連通にありかつ該蓋に連結されるフィルタと、を更に含み、ろ液の
少なくとも一部分を取り出す工程は、該蓋の該サンプリングポートから、該ろ液の少なく
とも一部分を取り出す工程を含む、項目１に記載の方法。
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〔１０〕
　前記蓋の前記サンプリングポートから、前記ろ液の少なくとも一部分を取り出す工程は
、
　該サンプリングポートから該ろ液を傾しゃ法により移す工程、
　該サンプリングポートから該ろ液を吸引する工程、及びそれらの組み合わせ、の中の少
なくとも１つを含む、項目９に記載の方法。
〔１１〕
　前記試料調製システムは、
　蓋と、
　前記リザーバと液体連通しているフィルタと、を更に含み、該フィルタはほぼ平面であ
り、かつ該蓋の内側表面に連結される、項目１に記載の方法。
〔１２〕
　前記試料調製システムは、前記リザーバと液体連通しているフィルタを更に含み、該フ
ィルタは実質的に管状であり、かつ前記リザーバに向けられた長手軸を含む、項目１に記
載の方法。
〔１３〕
　前記対象の検体は、微生物、生体分子、化学物質、金属イオン、金属イオンを含む錯体
、及びそれらの組み合わせ、の中の少なくとも１つを含む、項目１に記載の方法。
〔１４〕
　前記ソースは、前記希釈剤を含む、項目１に記載の方法。
〔１５〕
　前記ソースは、食料源及び非食料源の少なくとも１つを含む、項目１に記載の方法。
〔１６〕
　前記希釈剤は、界面活性剤、レオロジー剤、抗微生物中和剤、栄養素、ｐＨ緩衝剤、酵
素、指標分子、滅菌水、有機溶媒、及びそれらの組み合わせ、の中の少なくとも１つを含
む、項目１に記載の方法。
〔１７〕
　前記液体組成物を前記自立型容器により画定されるリザーバに配置する工程は、該液体
組成物を硬質容器により画定されるリザーバに配置する工程を含む、項目１に記載の方法
。
〔１８〕
　前記液体組成物を前記自立型容器により画定されるリザーバに配置する工程は、該液体
組成物を変形可能なライナーにより画定されるリザーバに配置する工程を含む、項目１に
記載の方法。
〔１９〕
　前記変形可能なライナーを、該変形可能なライナーよりも硬質な自立型容器により画定
される第２のリザーバ内に配置する工程を更に含む、項目１８に記載の方法。
〔２０〕
　前記液体組成物をリザーバに配置する工程は、
　前記希釈剤を含む前記ソースを該リザーバに配置する工程、
　該ソース及び該希釈剤を同時に該リザーバに添加する工程、
　該希釈剤を該リザーバに添加する前に、該ソースを該リザーバに添加する工程、
　該ソースを該リザーバに添加する前に、該希釈剤を該リザーバに添加する工程、
　及び該ソース及び該希釈剤を組み合わせて液体組成物を形成し、該液体組成物を該リザ
ーバに添加する工程、の中の少なくとも１つを含む、項目１に記載の方法。
〔２１〕
　前記試料調製システムは、前記リザーバと液体連通しているフィルタを含み、前記液体
組成物をろ過して対象の検体を含むろ液を形成する工程は、該リザーバが該液体組成物を
含み、そして該フィルタが該ろ液を含むように、前記希釈剤及び該対象の検体を該リザー
バから該フィルタの内部に通過させる工程を含む、項目１に記載の方法。
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〔２２〕
　前記希釈剤及び前記対象の検体を前記リザーバから前記フィルタの内部に通過させるこ
とによって前記液体組成物をろ過する工程は、
　前記試料調製システムを反転する工程、
　前記自立型容器に圧力を印加する工程、
　該リザーバ内の該液体組成物のレベルの少なくとも部分的に下方に該フィルタを配置す
る工程、及びそれらの組み合わせ、の中の少なくとも１つを含む、項目２１に記載の方法
。
〔２３〕
　前記試料調製システムは、前記リザーバと液体連通しているフィルタを含み、前記液体
組成物をろ過して対象の検体を含むろ液を形成する工程は、該フィルタが該液体組成物を
含み、そして該リザーバが該ろ液を含むように、前記希釈剤及び該対象の検体を該フィル
タの内部から該リザーバに通過させる工程を含む、項目１に記載の方法。
〔２４〕
　前記試料調製システムから前記ろ液の少なくとも一部分を取り出す前に、前記液体組成
物をある期間培養する工程を更に含む、項目１に記載の方法。
〔２５〕
　前記試料調製システムは、前記リザーバと液体連通しているフィルタを含み、そして該
フィルタは折り畳み可能である、項目１に記載の方法。
〔２６〕
　前記試料調製システムは、前記リザーバと液体連通しているフィルタを含み、そして該
フィルタは硬質である、項目１に記載の方法。
〔２７〕
　前記試料調製システムは、前記リザーバと液体連通している複数のフィルタを含み、前
記液体組成物をろ過する工程は、該液体組成物を該複数のフィルタに連続して通過させる
工程を含む、項目１に記載の方法。
〔２８〕
　検体試験のための試料を調製する方法であって、
　ソース及び希釈剤を含む液体組成物を提供する工程と、
　変形可能な自立型ライナー、該変形可能な自立型ライナーよりも硬質な自立型容器及び
蓋を含む試料調製システムを提供する工程と、
　該液体組成物を該変形可能な自立型ライナーにより画定されるリザーバ内に配置する工
程と、
　該蓋を該変形可能な自立型ライナーに連結する工程と、
　該変形可能な自立型ライナーを該自立型容器内に配置する工程と、
　該液体組成物をろ過して対象の検体を含むろ液を形成する工程と、
　該ろ液の少なくとも一部分を該試料調製システムから取り出して試料を形成する工程と
、
　該対象の検体について該試料を分析する工程と、を含む、方法。
〔２９〕
　前記液体組成物を攪拌する工程を更に含む、項目２８に記載の方法。
〔３０〕
　前記液体組成物を攪拌する工程は、前記試料調製システムを攪拌する工程を含む、項目
２９に記載の方法。
〔３１〕
　前記液体組成物を攪拌する工程は、手動振盪する工程、機械的振盪する工程、超音波振
動する工程、ボルテックス攪拌する工程、手動攪拌する工程、機械的攪拌する工程、手動
叩解する工程、機械的叩解する工程、混合する工程、混練する工程、及びそれらの組み合
わせ、の中の少なくとも１つを含む、項目２９に記載の方法。
〔３２〕
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　前記液体組成物を攪拌する前に、前記試料調製システムを閉締する工程を更に含む、項
目２９に記載の方法。
〔３３〕
　前記試料調製システムを閉締する工程は、前記蓋を閉締する工程を含む、項目３２に記
載の方法。
〔３４〕
　前記試料調製システムは、前記変形可能な自立型ライナーに連結される前記蓋を含む使
い捨て部分を含み、該試料調製システムの該使い捨て部分を前記自立型容器から取り外す
工程と、該使い捨て部分を廃棄する工程と、を更に含む、項目２８に記載の方法。
〔３５〕
　前記試料調製システムから前記ろ液の少なくとも一部分を取り出す工程は、
　該試料調製システムを傾ける工程、
　該試料調製システムを反転する工程、
　該試料調製システムから該ろ液を傾しゃ法により移す工程、
　該試料調製システムから該ろ液を吸引する工程、
　前記変形可能な自立型ライナーに圧力を印加する工程、及びそれらの組み合わせ、の中
の少なくとも１つを含む、項目２８に記載の方法。
〔３６〕
　前記試料調製システムは、前記リザーバと液体連通にありかつ前記自立型容器に連結さ
れるフィルタを含み、前記ろ液の少なくとも一部分を取り出す工程は、該自立型容器のサ
ンプリングポートから該ろ液の少なくとも一部分を取り出す工程を含む、項目２８に記載
の方法。
〔３７〕
　前記試料調製システムは、前記リザーバと液体連通にありかつ蓋に連結されるフィルタ
を含み、前記ろ液の少なくとも一部分を取り出す工程は、該蓋のサンプリングポートから
該ろ液の少なくとも一部分を取り出す工程を含む、項目２８に記載の方法。
〔３８〕
　前記蓋のサンプリングポートから前記ろ液の少なくとも一部分を取り出す工程は、
　該ろ液を該サンプリングポートから傾しゃ法により移す工程、
　該サンプリングポートから該ろ液を吸引する工程、及びそれらの組み合わせ、の中の少
なくとも１つを含む、項目３７に記載の方法。
〔３９〕
　前記試料調製システムは、前記リザーバと液体連通しているフィルタを含み、該フィル
タはほぼ平面であり、かつ前記蓋の内側表面に連結される、項目２８に記載の方法。
〔４０〕
　前記試料調製システムは、前記リザーバと液体連通しているフィルタを含み、該フィル
タは実質的に管状であり、かつ前記リザーバに向けられた長手軸を含む、項目２８に記載
の方法。
〔４１〕
　前記対象の検体は、微生物、生体分子、化学物質、金属イオン、金属イオンを含む錯体
、及びそれらの組み合わせ、の中の少なくとも１つを含む、項目２８に記載の方法。
〔４２〕
　前記ソースは、前記希釈剤を含む、項目２８に記載の方法。
〔４３〕
　前記ソースは、食料源及び非食料源の少なくとも１つを含む、項目２８に記載の方法。
〔４４〕
　前記希釈剤は、界面活性剤、レオロジー剤、抗微生物中和剤、栄養素、ｐＨ緩衝剤、酵
素、指標分子、滅菌水、有機溶媒、及びそれらの組み合わせ、の中の少なくとも１つを含
む、項目２８に記載の方法。
〔４５〕
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　前記液体組成物を前記リザーバに配置する工程は、
　前記希釈剤を含む前記ソースを該リザーバ内に配置する工程、
　該ソース及び該希釈剤を同時に該リザーバに添加する工程、
　該希釈剤を該リザーバに添加する前に、該ソースを該リザーバに添加する工程、
　該ソースを該リザーバに添加する前に、該希釈剤を該リザーバに添加する工程、
　及び該ソース及び該希釈剤を組み合わせて液体組成物を形成し、該液体組成物を該リザ
ーバに添加する工程、の中の少なくとも１つを含む、項目２８に記載の方法。
〔４６〕
　前記試料調製システムは、前記リザーバと液体連通しているフィルタを含み、前記液体
組成物をろ過して対象の検体を含むろ液を形成する工程は、該リザーバが該液体組成物を
含み、そして該フィルタが該ろ液を含むように、前記希釈剤及び該対象の検体を該リザー
バから該フィルタの内部に通過させる工程を含む、項目２８に記載の方法。
〔４７〕
　前記希釈剤及び前記対象の検体を前記リザーバから前記フィルタの内部に通過させるこ
とによって前記液体組成物をろ過する工程は、
　前記試料調製システムを反転する工程、
　前記変形可能な自立型ライナーに圧力を印加する工程、
　該リザーバ内の該液体組成物のレベルの少なくとも部分的に下方に該フィルタを配置す
る工程、及びそれらの組み合わせ、の中の少なくとも１つを含む、項目４６に記載の方法
。
〔４８〕
　前記試料調製システムは、前記リザーバと液体連通しているフィルタを含み、前記液体
組成物をろ過して対象の検体を含む前記ろ液を形成する工程は、該フィルタが該液体組成
物を含み、そして該リザーバが該ろ液を含むように、前記希釈剤及び該対象の検体を該フ
ィルタの内部から該リザーバに通過させる工程を含む、項目２８に記載の方法。
〔４９〕
　前記試料調製システムから前記ろ液の少なくとも一部分を取り出す前に、前記液体組成
物をある期間培養する工程を更に含む、項目２８に記載の方法。
〔５０〕
　前記試料調製システムは、前記リザーバと液体連通しているフィルタを含み、該フィル
タは折り畳み可能である、項目２８に記載の方法。
〔５１〕
　前記試料調製システムは、前記リザーバと液体連通しているフィルタを含み、該フィル
タは硬質である、項目２８に記載の方法。
〔５２〕
　前記試料調製システムは、前記リザーバと液体連通している複数のフィルタを含み、前
記液体組成物をろ過する工程は、該複数のフィルタを使用して、該液体組成物を連続して
ろ過する工程を含む、項目２８に記載の方法。
【図面の簡単な説明】
【０１１１】
【図１】本発明の一実施形態による試料調製方法を描写する、概略フローチャート。
【図２】本発明の一実施形態による、蓋を含む試料調製システムの分解斜視図。
【図３】図２の蓋の近接断面図。
【図４】本発明の別の実施形態による試料調製システムの透視図。
【図５】本発明の別の実施形態による試料調製システムの蓋の底面図。
【図６】図５の線６－６に沿った図５の蓋の断面図。



(29) JP 5074485 B2 2012.11.14

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(30) JP 5074485 B2 2012.11.14

【図５】

【図６】



(31) JP 5074485 B2 2012.11.14

10

20

30

フロントページの続き

(74)代理人  100093665
            弁理士　蛯谷　厚志
(74)代理人  100146466
            弁理士　高橋　正俊
(72)発明者  ハルバーソン，カート　ジェイ．
            アメリカ合衆国，ミネソタ　５５１３３－３４２７，セント　ポール，ポスト　オフィス　ボック
            ス　３３４２７，スリーエム　センター
(72)発明者  ジョセフ，ステフェン　シー．ピー．
            アメリカ合衆国，ミネソタ　５５１３３－３４２７，セント　ポール，ポスト　オフィス　ボック
            ス　３３４２７，スリーエム　センター
(72)発明者  ショルツ，マシュー　ティー．
            アメリカ合衆国，ミネソタ　５５１３３－３４２７，セント　ポール，ポスト　オフィス　ボック
            ス　３３４２７，スリーエム　センター

    審査官  長谷　潮

(56)参考文献  特開昭６１－０７３０５４（ＪＰ，Ａ）
              国際公開第２００６／０３７１４０（ＷＯ，Ａ１）
              特表２００８－５１６２０１（ＪＰ，Ａ）
              特表２００４－５０１７６１（ＪＰ，Ａ）
              特表２００４－５３４７００（ＪＰ，Ａ）
              特表２００１－５０８６９８（ＪＰ，Ａ）
              特表平０５－５０６９３０（ＪＰ，Ａ）
              国際公開第２００４／０６０５７４（ＷＯ，Ａ１）
              特表２００３－５０７１６７（ＪＰ，Ａ）
              特開平０７－２２３６５１（ＪＰ，Ａ）
              特開平０３－２５６８７０（ＪＰ，Ａ）
              特開２００１－２３５４６６（ＪＰ，Ａ）
              米国特許第６２２１６５５（ＵＳ，Ｂ１）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              G01N   1/00- 1/44
              G01N  33/02
              G01N  33/48


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

